
証券コード　4337
2025年６月４日

（電子提供措置の開始日2025年５月23日）

株 主 各 位
東 京 都 渋 谷 区 東 一 丁 目 ２ 番 2 0 号

ぴ あ 株 式 会 社
代表取締役社長 矢 内 　 廣

１．日 時 2025年６月21日（土曜日）午前10時（開場：午前９時30分）
株主総会終了後、役員との懇談及びＰＦＦ（ぴあフィルム
フェスティバル）スカラシップ最新作品「道行き」(上映
時間80分)の上映会を予定しておりますので、併せてご出
席くださいますようご案内申し上げます。

２．場 所 東京都渋谷区東一丁目２番20号 渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト地下１階ホール

３．目的事項
報告事項 １. 第52期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第52期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
　　計算書類報告の件

決 議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案
第３号議案

取締役12名選任の件
補欠監査役１名選任の件

第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の継
続の件

第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第52回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し
上げます。
本株主総会におきましてはインターネットによる同時中継を行います。視聴方

法の詳細は５頁をご参照ください。当日ご来場されない株主の皆様におかれまし
ては、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月20日
（金曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上
げます。議決権行使の詳細については、３、４頁をご参照ください。

敬　具
記
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４．招集にあたっての決定事項

５．電子提供措置事項

【当社ウェブサイト】
https://corporate.pia.jp/ir/finance/data/

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

     

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい
て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

(2)議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前（2025
年６月17日）までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社
にご通知ください。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報
（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネッ
ト上の各ウェブサイトに掲載しております。

上記の当社ウェブサイトにアクセスし、「定時株主総会招集通知」の欄よ
りご覧になれます。

上記の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし、
「銘柄名（会社名）」に「ぴあ」又は「コード」に当社証券コード
「4337」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に
ご選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」
の欄よりご覧になれます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

◎当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参いただくとともに、お手数ながら同封の議

決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。当社定

款第17条により、当社株主の方以外は株主総会に出席することができません。な

お、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ

イトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項

を記載した書面を送付しております。ただし、電子提供措置事項のうち、次の事項

は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、本招集ご通知の当該書類には掲載し

ておりません。なお、本招集ご通知の当該書類は、監査役及び会計監査人が監査報

告を作成するに際して監査をした対象の一部であります。

①連結株主資本等変動計算書、②連結計算書類の連結注記表

③株主資本等変動計算書、④計算書類の個別注記表

◎決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ホームページ

（https://w.pia.jp/t/ketsugi2025/）に掲載させていただきます。何卒ご理解くだ

さいますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます

ようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を

会場受付にご提出くださ

い。

同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示

のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、

議案の賛否をご入力くださ

い。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月21日（土曜日）

午前10時（受付開始：午前９時30分）

2025年６月20日（金曜日）

午後５時30分到着分まで

2025年６月20日（金曜日）

午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

第１号・第３号・第４号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の

番号をご記入下さい。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権

行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行

使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

なお、書面（郵送）またはインターネットにより事前に議決権を行使された株主様が本株主総会に出席

し、重複して議決権を行使された場合は、本株主総会において行使された内容を有効なものとして取り

扱います。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインするこ

とができます。

議決権行使

ウェブサイト https://www.web54.net
　

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、
お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決
権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・

「パスワード」を入力してログイン、再度議決
権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC
向けサイトへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスして 
ください。

1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コー
ド」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用にな
る新しいパスワード
を設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力 
ください。

4

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
（受付時間　９：00～21：00）
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https://w.pia.jp/t/soukai2025/

【同時中継・事前質問受付について】
　本株主総会の同時中継は、当社HPの特設サイトよりご覧ください(中継を通じ

ての議決権の行使はできません)。終了後にも一定期間、アーカイブをご覧にな

れるようにいたします。

　本総会は議事を昨年同様に簡略化して行う予定です。併せて、株主様からのご

質問、ご発言を制限させていただきますが、可能な限り議案にご理解を得るた

め、あらかじめご質問をお受けします。当社HPの特設サイトのご案内に沿ってフ

ォーマットにご記入の上、ご送信ください。数多くいただきましたご質問を中心

に、当日の総会にてお答えいたします。

※株主総会当日のライブ配信・事前質問受付につきまして

　下記当社コーポレートサイトにてご案内しておりますので、是非ご覧くださ

い。

【当日来場される株主の皆様へのお願い】
発熱、咳などの症状がある場合は、体調を最優先され、ご来場をお控えくださ

るようお願いいたします。

今後の状況により、株主総会の運営等に変更が生じる場合には、インターネッ

ト上の当社ウェブサイトに掲載いたします。適宜ご覧くださいますようお願い申

し上げます。
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( 2024年４月１日から )2025年３月31日まで

事　業　報　告

１. 企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の経済活動や設備投資の活性

化、インバウンド需要の回復による外需拡大等を背景に着実に成長する一

方、米国の通商政策や中国経済の先行き懸念、物価高騰の長期化による個人

消費に及ぼす影響、今後の金融政策・為替動向等も含め、依然として先行き

不透明な状況が続いております。その中にあって、当社が事業基盤とする国

内レジャー・集客エンタテインメント市場は、ライブ・イベント開催の活発

な動きが加速し、大規模会場・大型興行の増加、動員数やチケット単価の上

昇等により、コロナ禍前を大幅に上回る規模で好況に推移しております(当

社シンクタンク・ぴあ総研発行「2024ライブ・エンタテインメント白書」に

詳述)。

こうした経営環境下、中期経営計画(2023～2025年度)の２年目となる、当

連結会計年度における当社グループの連結業績は、音楽・演劇・スポーツ・

夏フェス等の大型興行の企画・主催、集客イベントのチケット販売、チケッ

ティングビジネスを核としたソリューション事業やぴあカード会員事業の拡

大、当社保有の「ぴあアリーナMM」の堅調な稼働率等を追い風に、取扱高ベ

ースでの売上は2,700億円規模となり、連結会計年度での過去最高水準とな

りました。一方、数年来にわたるシステム運用費やセキュリティ対応コス

ト・取引先への外払手数料の増大、資材費や物流費・人件費等の高騰に対応

するべく、昨年10月より、2006年のチケットぴあサービス利用料の導入以来

初めて、一部料金の改訂を実施しました。また、中期経営計画に掲げた「デ

ジタルメディア・データマーケティング事業」、「ホスピタリティ事業(VIP

向け高付加価値チケットの販売)」、「グローバル・イベント事業(万博等の

国際的イベントのチケッティング業務受託や、エンタメコンテンツの輸出入

事業)」等、新規事業への戦略的投資の成果も表出し始めております。こう

した新規事業投資、給与アップを含めた人的資本投資、その他経営コストの

増加を吸収する形で、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利

益は、いずれも前期実績を大幅に上回り、過去最高益を更新しました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、連結売上高453億

62百万円(対前年同期比114.6%)、営業利益26億36百万円(対前年同期比
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217.9%)、経常利益23億78百万円(対前年同期比257.8%)、親会社株主に帰属

する当期純利益15億91百万円(対前年同期比142.3%)となり、中期経営計画の

目標値である営業利益14億円を大幅に上回る達成となりました。

売上に貢献した主なイベントや商品は次の通りであります。

＜イベント(当社主催事業含む)＞

・SODA presents Battle of Rock ～Mission of 7 MEN 侍～

・MUSIC BANK FES

・プロ野球公式戦／サッカーJリーグ／大相撲

・リポビタンＤチャレンジカップ／FIFAワールドカップ26アジア最終予選

・Mr.Children／福山雅治／Mrs.GREEN APPLE／Vaundy／椎名林檎／YUKI

・ONE OK ROCK／UVERworld／ずっと真夜中でいいのに。／Perfume

・Creepy Nuts／槇原敬之／松田聖子

・NewJeans／Kep1er／NiziU／Stray Kids／ZEROBASEONE

・Maroon５／Oasis

・Endless SHOCK／劇団☆新感線

・キヨの東キヨドーム in TOKYO DOME

・パンのフェス／おやつ市場

＜メディア商品＞

・「森のカフェと緑のレストラン」シリーズ

・「ぴあMUSIC COMPLEX SPECIAL EDITION3～Mrs. GREEN APPLE～」

・「ジェイソン流お金の稼ぎ方」「ジェイソン流お金の増やし方」

・「不可能を可能にする大谷翔平120の思考」

・「栗山英樹の思考　若者たちを世界一に導いた名監督の言葉」

・「大阪・関西万博ぴあ」

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資額は20億37百万円であり、その主なもの

はチケッティングシステムのソフトウエア開発費であります。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度における資金調達は、自己資金にて充当いたしました。

(4) 対処すべき課題

　(中期経営計画の着実な達成による累損一掃と復配実現に向けて)

　当社を取り巻く事業・経営環境の変化に即し、現在の基幹事業(チケッテ

ィングビジネスを核とした感動のライフライン事業)のさらなる拡充ととも
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に、新規事業の創出、サービス開発にも傾注した3ヶ年の中期経営計画２年

目(2024年度)の業績は、前述のように当初目標を大きく上回る進捗を辿って

おります。

　2024年度は、この間のトレンドを追い風に、基幹事業であるチケッティン

グ事業、興行・イベントの企画主催事業、ホール・アリーナの運営事業等の

拡大に加え、その周辺に位置づくメディアコンテンツ事業や「ぴあカード」

会員事業の伸長、同時に、「デジタルメディア・データマーケティング事

業」、「ホスピタリティ事業(VIP向け高付加価値チケットの販売)」、「グ

ローバル・イベント(万博等の国際的イベントのチケッティング業務受託

や、エンタメコンテンツの輸出入事業)」等の新規事業への投資効果が具現

化し始めたことにより、過去最高の利益を達成しました。

　こうした状況下、中期経営計画の最終年度である2025年度(2026年３月期)

は、基幹事業については特に、周辺ビジネスの拡大や収益モデルの改善、新

規事業においては、「大阪・関西万博」「世界陸上」のチケッティング受託

事業の完遂を目指します。また、ホスピタリティ事業のビジネスモデルの定

着と事業機会の拡大、デジタルメディア・データマーケティング事業の着実

な伸張も含め、業績では売上高470億円(対前年度比103.6％)、営業利益34億

円(同129.0％)、経常利益32億円(同134.6％)、親会社株主に帰属する当期純

利益23億円(同144.5％)を想定しております。営業利益は、中期経営計画の

当初目標である28億円をすでに上回る予想となっており、この結果、2025年

度中には、コロナ禍で生じた多額の累損(最大で2021年度末▲49億円、2024

年度末には▲９億円まで回復)を一掃し、ならびにこの間無配を余儀なくさ

れていた事態を脱することで、復配の実現を図ります。

　同時に、中期経営計画の完了とともに、従来のチケット販売事業に依存し

た事業基盤の抜本的改革と、新たな事業・サービスの創出と育成により、そ

の後の持続的成長が可能な事業構造への変身を実現します。さらに、従業員

のやりがいの向上やぴあコミュニティの活性化、生産性の向上と働き方改革

を軸に、人的資本経営の拡充にも一層注力し、テクノロジーの進化と当社の

強みを生かした長期ビジョン(「感動のライフライン」の構築)を着実に推進

してまいります。
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区　　分
第 49 期

2022年３月期
第 50 期

2023年３月期
第 51 期

2024年３月期
第52期(当期)
2025年３月期

売 上 高(百万円) 25,829 32,763 39,587 45,362

経 常 損 益(百万円) △845 600 922 2,378

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 損 益

(百万円) △1,122 1,415 1,118 1,591

１株当たり当期純損益 (円) △74.15 92.77 73.23 104.03

総 資 産(百万円) 64,598 74,798 90,271 102,150

純 資 産(百万円) 2,807 4,354 5,544 7,239

(5) 財産及び損益の状況の推移（連結）

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

ぴあフィールドサービス株式会社 100百万円 100.00％
スポーツ産業を軸にした、新たな
フィールド支援サービスの提供

株 式 会 社 東 京 音 協 80百万円 100.00％
興行・レクリエーション主催及び
興行チケット販売

チ ケ ッ ト ぴ あ 九 州
株 式 会 社

30百万円 100.00％ 興行チケットの九州地区での仕入

PIA DAIMANI Hospitality
E x p e r i e n c e 株 式 会 社

10百万円 65.00％
良質な体験を提供するホスピタリテ
ィパッケージの企画・製作・運営及
び販売プラットフォームの提供

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

③ その他の重要な関連会社の状況

　ぴあ朝日ネクストスコープ株式会社は、当社が議決権を44％所有してお

り、同社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　TAプラットフォーム株式会社は、当社が議決権を33.33％所有してお

り、同社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　チケットぴあ名古屋株式会社は、当社が議決権を25％所有しており、同

社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司は、当社が議決権を22.14％所有し

ており、同社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　ダイナミックプラス株式会社は、当社が議決権を15.00％所有しており､

同社は当社の持分法適用の関連会社であります。
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(7) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

ぴあグループは、音楽・スポーツ・演劇・映画など、多彩なライブ・エンタテ

インメントを通じて人々の心をつなぐサービスを展開しています。エンタテイン

メントによる感動は、私たちの生活に不可欠な“酸素”のような存在と捉え、

「感動のライフラインの構築」を企業理念に掲げて、【コンテンツ創出】【チケッ

ティング】【ヴェニューネットワーク】【コミュニティ】【人材・文化の育成】の5

つの領域を連携させながら、つくり手と受け手を一気通貫で結ぶプラットフォー

ムを築いています。

【コンテンツ創出】では、チケット販売のノウハウとイベント運営の実績を活

かし、大規模フェスやドーム公演なども含め年間約250興行600公演に及ぶ主催・

企画・制作を実施しています。また雑誌、書籍、MOOKの刊行や、「アプリ版ぴ

あ」をはじめとする各種Webメディアの運営、提携コンビニエンスが発行するフ

リーペーパーなどの各種媒体の編集などのメディア＆プロモーションビジネスを

展開することにより、感動のライフライン構築の重要な役割を果たしています。

【チケッティング】はぴあの基幹事業であり、「チケットぴあ」を中心に、全

国約4万ヵ所の提携コンビニエンスストアや34万人超のカード会員事業を連携さ

せ、約2千万人の「ぴあ会員」に各種チケットを販売しています。また、スポー

ツ団体や興行主催者、ホール・劇場などにチケット販売システムを提供するとと

もに、プロモーションや顧客管理戦略の立案などを行うソリューションビジネス

も展開。高付加価値の感動体験を提供する「ホスピタリティプログラム」や、オ

リンピックやラグビーＷ杯、サッカーＷ杯、大阪・関西万博など、国際的大型イ

ベントのチケッティング業務の受託など、事業領域は広範囲にわたります。

【ヴェニューネットワーク】では、2020年に横浜・みなとみらいに開業した

「ぴあアリーナMM」を皮切りに、会場運営事業をスタートさせ、豊洲PIT、仙台

PITに加え、2026年には東京・八重洲に新たな劇場もオープン予定。施設単体に

とどまらず、地域と連携した街づくりイベントも展開し、「感動のライフライ

ン」を拡充していきます。【コミュニティ】については、ぴあ会員2千万人、主催

者約4万社、カード会員34万人など、多層的なユーザー基盤をもとに独自のエン

タメ・ネットワークを形成しています。2024年にはJALのマイレージ会員向け新

サービスも開始しています。
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最後に【人材・文化の育成】では、映画界における新しい才能の発見と育成を

目指す「PFF(ぴあフィルムフェスティバル）」をはじめ、東日本大震災復興プロ

ジェクト「チームスマイル」(2023年に終了)、集客エンタテインメント業界の継

続的な市場調査と分析、提言を行う「ぴあ総研」、スポーツビジネスに携わる人

材を育成する教育プログラムなどを展開しています。

このようなエンタテイメントを基盤とした様々な事業を通じ、集客エンタテイ

ンメント産業全体のサステナビリティ化にも貢献してまいります。
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① 本社 東京都渋谷区東一丁目２番20号

② 関西支社 大阪府大阪市中之島三丁目２番４号

③ 中部支社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目13番32号

④ 北海道支局 北海道札幌市中央区北一条西六丁目10番4号

　　　　　　　　　　　（2025年４月１日移転）

⑤ 中四国支局 広島県広島市中区立町２番27号

⑥ 東北支局 宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番１号

⑦ 横浜支局 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号

横浜ランドマークタワー21階

(8) 主要な営業所（2025年３月31日現在）

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

517(457)名 69名増（9名減）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

404(416)名 60名増(17名減) 39.4歳 9.7年

(9) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,059百万円

株式会社商工組合中央金庫 3,000

株 式 会 社 横 浜 銀 行 2,890

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,613

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,612

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,250

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 1,035

株式会社日本政策金融公庫   900

三井住友信託銀行株式会社   854

株 式 会 社 八 十 二 銀 行   288

株 式 会 社 静 岡 銀 行   115

(10) 主要な借入先（2025年３月31日現在）
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(1) 発行済株式の総数 15,656,713株（自己株40,027株を含む。）
（注）譲渡制限付株式の新株発行により、発行済株式の総数は2024年３月31日と比較して
　　　15,300株増加しております。

(2) 株主数 30,607名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

矢 内 　 廣 3,055,376株 19.6％

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 1,409,400株 9.0％

T O P P A N 株 式 会 社 1,087,709株 7.0％

きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業
有 限 責 任 組 合

816,600株 5.2％

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア 704,700株 4.5％

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 704,700株 4.5％

三 菱 地 所 株 式 会 社 680,200株 4.4％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信託口） 605,400株 3.9％

株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 303,309株 1.9％

矢内アセットマネジメント株式会社 200,400株 1.3％

２. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

(3) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３. 会社の新株予約権等に関する事項（2025年３月31日現在）

　該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 矢 内 　 廣 チケットぴあ名古屋株式会社代表取締役会長

取 締 役 副 社 長 木 本 敬 巳 経営全般

専 務 取 締 役 吉 澤 保 幸
コーポレート担当・CCO 兼 CISO 兼 全社経営改革
推進担当
リスクマネジメント委員会委員長

常 務 取 締 役 村 上 元 春
ヴェニュー事業開発担当 兼 グループ事業推進担当 
兼 中日本エリア担当 兼 全社経営改革推進担当

取 締 役 小 林 　 覚 社長室長 兼 CSR担当

取 締 役 東 出 隆 幸
ライブ・エンタテインメント担当 兼 ライブ・クリ
エイティブ担当 兼 九州エリア担当 兼 西日本エリ
ア担当 兼 東北・北海道エリア担当

取 締 役 川 端 俊 宏

ライブ・エンタテインメント担当（システムソリュ
ーション担当） 兼 システム戦略担当 兼 DX推進担
当 兼 グローバル事業担当
PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社代表
取締役社長

取 締 役 宮 本 暢 子 株式会社ウィズチャイルド

取 締 役 一 條 和 生
株式会社シマノ社外取締役
IMD(国際経営開発研究所､スイス､ローザンヌ)教授

取 締 役 石 田 宏 樹
フリービット株式会社代表取締役社長CEO兼CTO
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締
役会長

取 締 役 村 井 　 満

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 名誉会員 兼 
公益社団法人日本サッカー協会 顧問
株式会社ONGAESHI Holdings代表取締役
株式会社WOWOW取締役(監査等委員)
株式会社アシックス 社外取締役
公益財団法人日本バドミントン協会 代表理事(会
長)
公益財団法人日本オリンピック委員会理事

取 締 役 佐 藤 則 之 株式会社モーベルファーム 社外取締役

取 締 役 寺 田 美 穂
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員 
ブランドコミュニケーション部シニアオフィサー

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2025年３月31日現在）
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

監査役（常勤） 能 勢 正 幸 公認会計士

監 査 役 松 田 政 行
松田山崎法律事務所 弁護士
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会　
理事

監 査 役 糸 谷 祥 輝

TOPPAN株式会社 常務執行役員 情報コミュニケーシ
ョン事業本部長
TOPPANクロレ株式会社 取締役(非常勤)
TOPPAN(THAILAND)CO.,LTD.取締役(非常勤)

（注）１. 取締役 宮本暢子、一條和生、石田宏樹、村井満、佐藤則之、寺田美穂の６氏は、社
外取締役であります。

２. 監査役 能勢正幸、松田政行、糸谷祥輝の３氏は、社外監査役であります。
３. 取締役 宮本暢子、一條和生、石田宏樹、村井満、佐藤則之の５氏につきましては、

東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４. 監査役 能勢正幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
５．監査役 松田政行氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通しております。
６．監査役 宮地悟史氏は、2024年５月９日をもって、辞任いたしました。

　(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）ならびに各監査
役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は500万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

　(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下､
「D＆O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これによ
り、全ての取締役及び監査役を被保険者として、業務に起因して損害賠償責
任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に
該当するものを除く。）等を塡補することとしております。D＆O保険の保険
料は、全額を当社が負担しております。D＆O保険の契約期間は１年間であ
り、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定
であります。
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区 分 報酬額の総額

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数

金銭報酬 非金銭報酬

基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役
( うち社外取締役 )

515百万円
(53)

353百万円
(53)

68百万円
-

92百万円
（0）

14名
（7）

監査役
( うち社外監査役 )

21百万円
(21)

21百万円
(21)

-
-

-
-

4名
（4）

合計
（うち社外役員）

537百万円
(75)

375百万円
(75)

68百万円
-

92百万円
(0)

18名
(11)

　(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

　　①　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２．取締役の支給額には、2024年６月22日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退

任した取締役1名を含んでおります。
３. 監査役の支給額には、2024年５月９日付で辞任した監査役１名を含んでおります。
４. 上記株式報酬額は、株式給付信託（BBT-RS）に関して当該年度中に費用計上した額で

あります。

　　②　報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
イ)取締役の金銭報酬限度額は、2003年６月26日開催の第30回定時株主総会にお

いて年額600百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただい
ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち、社外
取締役は２名）です。

ロ)当該金銭報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する株式給付信託に
係る株式給付上限は、2016年６月18日開催の第43回定時株主総会において、
３事業年度で600百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終
結時点の取締役の員数は11名（うち、社外取締役は４名）です。また、新た
な業績連動型株式報酬制度である株式給付信託(BBT-RS)の導入を、2023年６
月17日開催の第50回定時株主総会においてご承認いただいており、当該承認
決議において、当該制度に基づき給付する株式数の上限を１事業年度ごとに
83,000株と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の
員数は13名（うち、社外取締役は６名）です。

ハ)監査役の報酬限度額は、2003年６月26日開催の第30回定時株主総会において
年額100百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の
監査役の員数は４名（うち、社外監査役は２名）です。
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③　役員報酬の方針等
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし
て十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬
の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としてお
ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬およ
び株式給付信託（BBT及びBBT-RS）により構成し、監督機能を担う社外取締役に
ついては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

④　業績連動報酬等に関する事項
　事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（KPI）を反映
した金銭報酬として、各事業年度の予算策定時に定める連結営業利益の目標値
に対する達成状況に応じて算出された額を、毎年、一定の時期に支給すること
としております。連結営業利益を業績指標とすることにより、事業年度ごとの
業績達成度合いを報酬額に反映させることができると考えております。目標と
する連結営業利益の値は、中期経営計画と整合するよう各事業年度の予算策定
時に設定し、適宜環境の変化に応じて見直しを行っております。

⑤　非金銭報酬等の内容
　取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役
が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共
有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め
るため、当社株式を報酬とする株式給付信託（BBT及びBBT-RS）を導入してお
り、各取締役に付与される当社株式数は、当社が取締役会で別に定める役員株
式給付規程に従い、職位、各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成
状況、各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価に基づいて決定するものとし
ております。全社的な最終利益と各担当事業の業績の双方を業績指標とするこ
とにより、企業価値向上への貢献度合いを複合的に評価することができると考
えております。

⑥　取締役の個人別の報酬等の決定に係る決定方針
イ)方針の決定の方法

2021年２月12日開催の取締役会において決議しております。
ロ)決定方針の内容の概要

業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式給付信託（BBT
及びBBT-RS）により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職
務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
このうち基本報酬については、固定の金銭報酬とし、職位、他社水準、当社
の業績を考慮しながら、取締役会で別に定める報酬体系に基づき決定するも
のとし、毎月、一定の時期に支給することとしております。また、金銭報酬
の業績連動報酬および株式給付信託に関する方針は、上記「④業績連動報酬
等に関する事項」および「⑤非金銭報酬等の内容」に記載のとおりです。
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⑦　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度においては、2024年６月22日開催の取締役会にて代表取締役社長
矢内廣に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行
っております。その権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の内容を決めるた
めの各取締役の担当事業の業績評価およびこれに基づく個人別の報酬額の決定
であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締
役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありま
す。
　当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長
が決定した報酬額を報酬諮問委員会（取締役会の諮問機関とし、委員長は社外
取締役、委員の半数以上は社外取締役とする）が確認し、代表取締役社長及び
報酬諮問委員会は、報酬諮問委員会により当該確認がなされた旨を取締役会に
報告するとともに、取締役の報酬総額について取締役会で承認を得るものとし
ております。

⑧　取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由
　当社においては、審議プロセスの適法性、透明性を確保するため、株主総会
で承認された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が規程等に基づいて決定し
た報酬案を、報酬諮問委員会が確認し、報酬諮問委員会の確認内容を尊重し
て、取締役会が承認していることから、その内容は決定方針に沿うものである
と判断しております。

－ 19 －



区 分 氏 名 兼 職 の 状 況

取 締 役 宮 本 暢 子 株式会社ウィズチャイルド

取 締 役 一 條 和 生
株式会社シマノ社外取締役
IMD(国際経営開発研究所､スイス､ローザンヌ)教授

取 締 役 石 田 宏 樹
フリービット株式会社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＴＯ
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役会長

取 締 役 村 井 　 満

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 名誉会員 兼 公益社
団法人日本サッカー協会 顧問
株式会社ONGAESHI Holding代表取締役
株式会社WOWOW取締役(監査等委員)
株式会社アシックス 社外取締役
公益財団法人日本バドミントン協会 代表理事(会長)
公益財団法人日本オリンピック委員会理事

取 締 役 佐 藤 則 之 株式会社モーベルファーム社外取締役

取 締 役 寺 田 美 穂
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員 ブラン
ドコミュニケーション部シニアオフィサー

監 査 役 能 勢 正 幸 公認会計士

監 査 役 松 田 政 行
松田山崎法律事務所 弁護士
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 理事

監 査 役 糸 谷 祥 輝

TOPPAN株式会社 常務執行役員 情報コミュニケーション
事業本部長
TOPPANクロレ株式会社 取締役(非常勤)
TOPPAN(THAILAND)CO.,LTD.取締役(非常勤)

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況及び当社との関係

 (注) １. 株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは当社株式数の9.0%を保有しております。
２. TOPPAN株式会社は当社株式数の7.0％を保有しており、当社は同社に出版物の印刷・

製本等の業務を委託しております。
３. 当社と上記１．２以外の兼職先との間には特別の関係はありません。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 宮 本 暢 子

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、
当社の企業理念“ひとりひとりが生き生きと”
の実現に向け、働き方改革、女性の活躍推進等
に関する意見を述べるなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提
言を行っております。また、報酬諮問委員会委
員を務めております。

取 締 役 一 條 和 生

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、
国際企業戦略及び知識創造理論に基づく企業変
革に関する専門家として意見を述べるなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。また、報
酬諮問委員会委員長を務めております。

取 締 役 石 田 宏 樹

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出
席し、企業経営及びＩＴ関連事業に関する専門
的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言を行っております。

取 締 役 村 井 　 満

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出
席し、企業経営及びスポーツ界における豊富な
経験・知見に基づき意見を述べるなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。

取 締 役 佐 藤 則 之

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、
企業経営及び海外事業における豊富な経験・知
見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。

取 締 役 寺 田 美 穂

当事業年度で就任後開催の取締役会11回のうち
10回に出席し、商品企画・広報・ダイバーシテ
ィに関する豊富な経験・実績に基づき意見を述
べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言を行っておりま
す。

監 査 役 能 勢 正 幸

当事業年度開催の取締役会14回全て、また監査
役会13回全てに出席し、公認会計士としての財
務及び会計における幅広い見識に基づき、必要
な発言を積極的に行っております。

監 査 役 松 田 政 行

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回、ま
た監査役会13回のうち12回に出席し、弁護士と
しての企業法務等における幅広い見識に基づ
き、必要な発言を積極的に行っております。

監 査 役 糸 谷 祥 輝

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回、ま
た監査役会13回のうち12回に出席し、情報コミ
ュニケーション事業、公共事業及び企業経営全
般における幅広い経験に基づき、必要な発言を
積極的に行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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金 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 49百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

53百万円

５. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 報　酬　等　の　額

(注)1. 当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツとの間の監査契約においては、会社法に

基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には

これらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告

の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならび

に当事業年度の会計監査人の監査結果の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した

結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第１項及び同

条第２項の同意を行っています。

(3) 非監査業務の内容

非監査報酬の内容は、コンフォートレター作成業務の委託であります。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難である

と認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任ま

たは不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当

該議案を株主総会に提出いたします。
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６. 会社の体制及び方針
(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容

　当社の業務並びに当社及び当社の子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

イ) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果た

すため、「ぴあ企業行動憲章」を定め、当社及び子会社の全役職員に

周知徹底させる。

ロ) 当社及び子会社全体で法令遵守をはじめとした企業としての社会的責

任を果たすため、当社及び子会社の社内での研修、教育の推進も含め

内部統制を担当する取締役CCO(ﾁｰﾌ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ｵﾌｨｻｰ)を委員長とする

リスクマネジメント委員会を設置し、適正な職務執行を徹底する。

ハ) 当社及び子会社の全従業員を対象とした内部通報制度の整備を行い、

実効性を強化する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関する文書は、社内規程

（文書管理規程、稟議規程等）に従い適切に保存、管理を行う。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社及び子会社の各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行

う。当社の各部門長は、自ら又は当社の担当取締役を通じて適宜リスク管

理の状況を取締役会に報告し、子会社の各部門長は、自ら又は当該子会社

の担当取締役を通じて適宜リスク管理の状況を当該子会社の取締役会に報

告するほか、当社の関係会社管理規程等に基づき、当社の担当部門にも報

告する。また、リスクマネジメント委員会を中心として当社及び子会社の

リスク管理体制の構築及び運用を行う。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　当社の各部門単位における意思決定プロセスの簡素化や効率的な意思決

定に資する組織体制を整備するとともに、当社全体に係る重要な事項並び

に各部門にまたがる重要な事項については合議制により慎重な意思決定を

行う。また、当社は、関係会社管理規程等に基づく子会社からの報告や当

社の監査方針、内部監査規程等を通じて子会社の取締役の職務の執行が効

率的に行われているか等について検証し、必要に応じて子会社とも協議の

上、その改善を図る。
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⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

イ) 当社は、当社の関係会社管理規程等に基づき、子会社の取締役等の職

務の執行に係る事項等の報告を受け、当社の各部門は、子会社の関連

部門と連携し、子会社と情報共有を図る。

ロ) 当社の内部監査部門は、当社の内部監査規程等又はそれに準ずる評価

基準に基づき、当社及び子会社に対して監査を実施する。

ハ) リスクマネジメント委員会は、「ぴあ企業行動憲章」に基づき、当社

及び子会社全体のコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、社

内規程については必要に応じて適宜見直しを行い、業務の円滑な推進

を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　監査役が求めた場合には、監査役を補助すべき使用人として、必要な人

員を配置する。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関して、監査

役会は事前に協議できるものとする。

⑧ 第６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役が代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場を設

けるとともに、内部監査部門が監査役と定期的に内部監査結果について協

議及び意見交換するなどして、監査役が監査役を補助する使用人に対して

実効性ある指示をできるようにする。

⑨ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査

役への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生

する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、

その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に

報告するものとする。監査役会は、事業部門を統括する取締役及び内部統

制を担当する取締役から、定期的に及び適宜リスク管理体制に関する事項

の報告を受けるものとする。
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⑩ 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会

社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者

及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするた

めの体制

イ) 子会社の取締役及び使用人は、法令及び社内規程に定められた事項の

ほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子

会社の監査役及び監査役会に報告するとともに、当社の子会社担当部

署に連絡する。

ロ) 当社の子会社担当部署は、本号イに従って子会社の取締役又は使用人

から法令及び社内規程に定められた事項又は子会社の監査役から報告

を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに当社の監

査役にその内容を報告する。

⑪ 報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保するための体制

イ) 内部通報に関する規程について、内部通報の窓口を利用し報告をした

者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社及び子会

社から不利益な取扱いを受けない運用を図るものとする。

ロ) 第９号及び前号の当社の監査役へ報告した者が、当該報告を理由とし

て、人事上その他一切の点で当社及び子会社から不利益な取扱いを受

けない運用を図るものとする。

⑫ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等

の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職

務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに

応じる。

⑬ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社及び子会社の監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意

見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会

を確保する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るための体制の当事業年度における運用状況は以下のとおりであります。

① 取締役会を14回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策

定等経営における重要な事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・

評価を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の

観点から審議を行いました。

② 監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内

会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、

法令・定款等への遵守について監査いたしました。

③ 財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性に鑑み策定した実施計画に基

づき、内部統制評価を実施いたしました。

④ 情報セキュリティ対策として設置しておりますＣＩＳＯ室は、個人情報

を含めた会社の機密情報の管理方法の強化・厳格化を図りました。

⑤ リスクマネジメント委員会を毎月開催し、当社のコンプライアンス活動

の進捗確認を実施いたしました。

⑥ 世界的なSDGsや地球温暖化対策の実現に向けた取り組みをより経営の基

軸に据えるべく、当社のサステナビリティ経営の基本方針ともいえる

「企業行動憲章」を改訂するとともに、取締役会の下部組織として「サ

ステナビリティ委員会」を設置しています。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容

　当社の企業価値の源泉は、下記の（ⅰ）～（ⅴ）の相乗効果による「ぴ

あブランド」の構築と、それによるブランドバリューの最大限の活用にあ

ると認識しております。

（ⅰ）当社の運営するECサイト、プロモーション・メディア及び流通プラ

ットフォーム、ホール・劇場（＝ぴあならではのバリューチェーンと称し

ています）を通して、コンシューマー（お客様）・コンテンツホルダー

（権利者）・興行主催者の三方面に対し、付加価値の高いサービス、およ

びソリューションを提供する、当社ならではのビジネスモデルの確立。

（ⅱ）人々の生活に潤いと活力を与える、文化・芸術・エンタテインメン

ト・スポーツの健全な育成と、その発展を目的とした商品、コンテンツ、

サービスの開発・提供。

（ⅲ）エンタテインメント業界における広範囲な企業連携と新たな価値の

創出、および人材の育成と人的ネットワークの構築。

（ⅳ）各種レジャー・エンタテインメント情報をユーザーの目線で収集・

編集し、これらを出版・配信・プロモーションできるノウハウの蓄積とそ

の活用。
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（ⅴ）企業理念（「ひとりひとりが生き生きと」）をベースとした当社定

款第2条各項に定める当社の経営方針の基本原則（2022年6月18日開催の第

49回定時株主総会の決議により策定。以下「ぴあ企業理念」と総称しま

す。）に基づく事業の推進、ならびに不断の経営革新努力。

　当社としましては、こうした「ぴあブランド」のさらなる強化、進化に

より、「ぴあ企業理念」を基礎とする企業活動を継続し、これにより「ひ

とりひとりが生き生きと」を広範に実現させ、国際的規範であるSDGs目標

「だれひとり取り残さない」に通じる心豊かな社会の発展に貢献してまい

りたいと考えております。

　株式の大量買付等を行う者が現れた場合にも、これらのことがその者に

より中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

　一方、当社は、上場会社である当社の株式は、株主または投資家の皆様

に自由に取引されるものであり、特定の者による当社株式の大量買付等に

応じるか否かは、当社株主の皆様に十分な情報が提供された上で、最終的

には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えており、こ

れが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に中長期的に資するもので

ある限りにおいて、これを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付等の中には、株主の皆様が株式の大量買

付等の内容等について検討し、取締役会が意見を取りまとめ、必要に応じ

代替案を提示し、株主の皆様のために買付者等と交渉するために必要な時

間を提供しないもの、経営方針・投下資本の回収方針等の十分な情報を合

理的な期間内に提供しないもの、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を毀損することが明白である濫用的なもの、または、買付等の条件が当社

の本源的価値に鑑み不十分もしくは不適当であるもの等、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあるもの等があることを否定

することはできません。当社は、このような特定の者による当社株式の大

量買付等に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずる等、会社

の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害される

ことになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱

ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない

限り、最終的には会社の利益の帰属主体である株主の皆様自身の判断にお

いて対抗措置を行うことができるほか、当該特定の者が必要な情報や時間

を提供しない場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する

ことが明白な濫用的買収を行う場合等、取締役会の判断により相当な対抗

措置を講ずることが許容される場合があると考えております。

　当社は、当社株式の大量買付等を行う者に対して、遵守すべき一定の手

続があること、また、法令及び当社定款等の許容する限度において、相当

な対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告すること等によ
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り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付

等を防止することとします。また、本基本方針に照らして不適切な者によ

って当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方

針）の導入等を株主総会において決議し、当該対応策の内容を、株式会社

東京証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類におけ

る開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることとします。

② 基本方針の実現に資する特別な取組み（以下「企業価値向上等への取り

組み」といいます。）

　この間、当社は当社グループの企業価値、株主共同の利益の向上に向け

た各種取組みを進めております。即ち、上場以来、ぴあファンの方々に当

社株主になって頂くことを念頭に、個人株主の形成に向けた様々な施策

（株主優待の充実、株主アンケート、株主懇談会の実施等）に取組み、高

い個人株主比率を実現しております。

　そうした中で、業績面では、当社を取り巻く集客エンタメ業界の環境が

さらにその変化を早める中、テクノロジーの進化と当社の強みを生かし、

次の10年を見据えた長期ビジョンの策定にも着手しております。現在の事

業を拡充しつつ、新規事業の創出にも注力することで、さらなる“変身”

を加速させ、100年企業を目指すべく、2023年度より新たな中期経営計画

（2023年度～2025年度）を策定しております。

　現在の基幹事業(チケッティングビジネスを核としたその周辺事業)のさ

らなる拡充とともに、新規事業群の創出にも傾注した3ヶ年の中期経営計

画初年度(2023年度)の数値目標は、計画通りの進捗を辿りました。当社の

事業ドメインである集客エンタメ産業全体も、コロナ禍の収束とともに大

きく復調しております。

こうした状況下、2024年度は、この間のトレンドを継続する形で、基幹事

業群であるチケッティングビジネス、興行企画制作、ホール・アリーナ運

営事業等の拡大に加え、それらに付帯するメディアコンテンツ事業や、ぴ

あカード会員事業のさらなる拡大、同時に、「デジタルメディア・データ

マーケティング事業」、「ホスピタリティ事業(VIP向け高付加価値チケッ

トの販売)」、「グローバル・イベント(万博等の国際的イベントのチケッ

ティング業務受託や、エンタメコンテンツの輸出入事業)」等の新規事業

の成果も具現化しはじめたことにより、過去最高の利益を達成しておりま

す。

　また、中期経営計画の最終年度(2025年度)には、基幹事業群の売上高を

高水準に維持しつつ、周辺ビジネスの拡大や、チケット流通事業における

取引条件の適正化を含む収益モデルの改善を図るとともに、新規事業群に

おいては、特に「大阪・関西万博」入場券販売とプロモーション拡充も踏

まえた受託事業の完遂、ホスピタリティ事業のビジネスモデルの定着と事
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業機会の拡大、デジタルメディア・データマーケティング事業の着実な伸

張を目指します。この結果、2025年度中には、コロナ禍で生じた多額な累

損を一掃し、ならびにこの間無配を余儀なくされていた事態を脱すること

で、復配の実現を目指します。

そして、中期経営計画の完了とともに、チケッティングビジネスに依存し

た事業基盤の抜本的改革を実現させ、新たな事業群の創出と育成によっ

て、その後の持続的成長が可能な事業構造への変身に尽力してまいりま

す。さらに、従業員のやりがいの向上やぴあコミュニティの活性化、生産

性の向上と働き方改革を軸に、人的資本経営の拡充にも一層注力し、テク

ノロジーの進化と当社の強みを生かした長期ビジョン(「感動のライフラ

イン」)の実現も着実に推進してまいります。

③ 本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み（本プラン）

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せることを目的として、本基本方針に基づき、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大量買付等がなされるこ

とを防止するためのものです。

　2025年３月31日現在、当社の株主構成は現経営陣による安定的な状況と

なっており、当社役員の所有株式数合計の議決権比率（以下｢議決権比率｣

といいます。）は20.1％であります。しかしながら、当社役員の議決権比

率は、上場直後である2002年３月31日現在の52.0％から、この23年間で、

約32％低下しております。また、今後も恒常的に発生するシステム投資や

中長期的な事業領域の拡大に結びつく新規成長事業への投資等に伴う資金

調達の手段として、または自己資本の充実のため、資本市場における資金

調達もひとつの選択肢として考えられ、これを実施する場合には当社役員

の議決権比率がさらに低下する可能性もあります。その他、今後他社と業

務資本提携を行う等の事由で株主構成が変化する可能性も否定はできませ

んし、役員の異動等によって議決権比率が低下する可能性もあり、また、

当社は上場会社であることから、大株主である役員等が各々の事情に基づ

き株式の譲渡その他の処分をすることによって、現在の安定的な株主構成

を維持できない事態も起こり得るものと考えております。

　こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大量買付等により企業

価値・株主共同の利益が毀損されることを防止するためには、本基本方針

に定められた通り、特定の者による株式の大量買付等に応じるか否かは、

最終的には株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。そして、

株主の皆様がこの判断を適切に行うためには、買付者等から必要な情報の

提供を受けること､取締役会から必要な情報や代替案の提示を受けること､

及びこれらのために必要な時間を確保することが必要不可欠であり、これ
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らの情報を収集し、株主の皆様に伝達するのは、株主の皆様の負託を受け

て会社経営の任にあたる取締役会の責務であると考えております。にもか

かわらず、買付者等が必要な情報を合理的な期間内に提供しない場合、ま

たは、これらのために必要な時間、もしくは当社取締役会が株主の皆様の

ために買付者等と交渉するために必要な時間を確保しない場合には、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益の保護の観点から、取締役会は原則と

して速やかに対抗措置の発動（そのために必要な株主総会の招集その他の

措置を含みます。以下同じとします。）を行う必要があると考えておりま

す。また、買付者等が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損す

ることが明白である濫用的買収を行う場合にも、同様であると考えており

ます。さらに、買付等の条件が当社の本源的価値に鑑み不十分もしくは不

適当なものである場合等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するおそれのある場合には、対抗措置の発動を行うか否かの判断は、企業

価値および株主共同の利益を図るべく経営の任にあたる取締役会の責務を

踏まえつつも、最終的には株主の皆様に委ねることが適切であると考えて

おります。そして、これらの過程において、取締役会が万が一にも恣意的

に行動することがないよう、それを防ぐための措置を講ずることも必要で

あります。

　このような観点から、本プランにおいては、中立かつ独立の立場から勧

告を行う独立委員会を設置し、当社取締役会がその勧告を最大限尊重する

形で手続を進めることとします。

（注）なお、本プランの詳細につきましては、証券取引所における適時開示、当社ホーム

ページ等への掲載により開示しておりますのでご参照ください。

④ 企業価値向上等への取組み及び本プランが本基本方針に沿うものである

こと

　企業価値向上等への取組みは、中期経営計画の推進等により当社の企業

価値・株主共同の利益を向上させることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益に反する買付行為が行われることを未然に防止しようとするもの

であり、本基本方針に沿うものであると判断しております。

　また、本プランは、当社株券等の買付者等が買付等に関する必要かつ十

分な情報を株主の皆様、当社取締役会、独立委員会に事前に提供するこ

と、及び当社取締役会または当社株主総会が対抗措置の発動の是非につい

て決議した後にのみ当該買付等を開始することを求め、これを遵守しない

買付者等に対して当社独立委員会の勧告に基づき当社取締役会または株主

総会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。

　また、本プランに定める手続が遵守されている場合であっても、独立委

員会が買付者等の買付等が本プランに定める濫用的買付等であると認め、

または当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて

対抗措置の発動を勧告し、当社取締役会または株主総会が決議した場合に
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は、かかる買付者等に対して当社取締役会または株主総会は当社の企業価

値・株主共同の利益を確保するために新株予約権無償割当て等の対抗措置

を講じることがあることを明記しています。

　このように本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計されたもので

あると判断しております。

⑤ 企業価値向上等への取組み及び本プランが当社株主の共同の利益を損な

うものではないこと

　企業価値向上等への取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上

させるものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではないと判断し

ております。

⑥ 企業価値向上等への取組み及び本プランが当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないこと

　企業価値向上等への取組みは、中期経営計画の推進等により、当社の企

業価値・株主共同の利益の向上を目的とするものであり、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

　当社は、将来の事業拡大と財務体質強化のため、必要な内部留保を確保し

つつ、株主の皆様の期待に沿えるよう安定した配当を継続していくことを基

本方針としております。この間、利益配分につきましては、将来の事業拡大

と財務体質強化のため、必要な内部留保を確保しつつ、株主の期待に沿える

よう安定した配当を継続していくことを基本方針とし、2017年度より、「配

当政策」「自己株式の取得」「株主優待」の３軸の総還元性向(還元前の当

期純利益に対する割合)は40％、連結での配当性向(当期純利益に対する割

合)は、同様に30％程度を目安としてまいりました。

　2024年度は、期初想定を上回る業績を達成したものの、コロナ禍の影響に

よる多額の累損の解消までには至らず、誠に遺憾ながら当期の配当につきま

しては無配とさせていただきますが、当社としては、前述の通り、基幹事業

ならびに新規事業によって収益基盤を強靭化させ、累損の一掃を図るととも

に、当中期経営計画の期間中(2025年度中)の復配の実現を目指しておりま

す。なお、次期の配当予想につきましては、現時点では、１株当たり10円と

いたします。
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（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物 及 び 構 築 物

工具器具及び備品

土 地

そ の 他

（無 形 固 定 資 産）

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

敷 金 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

79,662

46,301

27,774

119

5,496

△28

22,487

（11,634）

10,317

534

724

57

（5,951）

4,601

1,311

38

（4,901）

1,125

2,562

889

704

△380
　

流 動 負 債 76,265

買 掛 金 60,204

１年内返済予定長期借入金 1,018

未 払 金 5,156

前 受 金 6,282

未 払 法 人 税 等 421

賞 与 引 当 金 581

そ の 他 2,601

固 定 負 債 18,645

長 期 借 入 金 16,601

退職給付に係る負債 88

株 式 給 付 引 当 金 358

資 産 除 去 債 務 1,320

そ の 他 276

負 債 合 計 94,910

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,240

資 本 金 6,468

資 本 剰 余 金 2,634

利 益 剰 余 金 △874

自 己 株 式 △987

その他の包括利益累計額 △5

その他有価証券評価差額金 4

為替換算調整勘定 △21

退職給付に係る調整累計額 11

非 支 配 株 主 持 分 3

純 資 産 合 計 7,239

資 産 合 計 102,150 負 債 ・ 純 資 産 合 計 102,150

連 結 貸 借 対 照 表
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( 2024年４月１日から )2025年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

Ⅰ 売 上 高 45,362

Ⅱ 売 上 原 価 28,426

売 上 総 利 益 16,936

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,300

営 業 利 益 2,636

Ⅳ 営 業 外 収 益 250

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18

助 成 金 収 入 127

諸 債 務 整 理 益 23

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 61

そ の 他 19

Ⅴ 営 業 外 費 用 508

支 払 利 息 278

支 払 補 償 費 173

そ の 他 56

経 常 利 益 2,378

Ⅵ 特 別 損 失 469

減 損 損 失 88

投 資 有 価 証 券 評 価 損 377

そ の 他 3

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,908

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 367

法 人 税 等 調 整 額 △50 317

当 期 純 利 益 1,591

親会社株主に帰属する当期純利益 1,591

連 結 損 益 計 算 書
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（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

棚 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物

構 築 物

工具器具及び備品

土 地

そ の 他

（無 形 固 定 資 産）

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

敷 金 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

73,205

40,000

27,790

119

546

1,283

2,152

1,341

△29

25,573

（11,582）

10,225

64

510

724

57

（5,829）

4,482

1,311

35

（8,161）

157

3,111

315

2,450

671

865

1,304

△716
　

流 動 負 債 74,710

買 掛 金 59,240

１年内返済予定長期借入金 1,015

未 払 金 4,850

未 払 費 用 1,349

前 受 金 6,228

未 払 法 人 税 等 356

賞 与 引 当 金 555

そ の 他 1,114

固 定 負 債 17,501

長 期 借 入 金 15,704

退 職 給 付 引 当 金 48

株 式 給 付 引 当 金 358

資 産 除 去 債 務 1,307

そ の 他 83

負 債 合 計 92,212

純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,560

資 本 金 6,468

資 本 剰 余 金 2,232

資 本 準 備 金 2,228

その他資本剰余金 3

利 益 剰 余 金 △1,152

利 益 準 備 金 149

その他利益剰余金 △1,301

自 己 株 式 △987

評価・換算差額等 4

その他有価証券評価差額金 4

純 資 産 合 計 6,565

資 産 合 計 98,778 負 債 ・ 純 資 産 合 計 98,778

貸　借　対　照　表
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( 2024年４月１日から )2025年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

Ⅰ 売 上 高 43,382

Ⅱ 売 上 原 価 27,666

売 上 総 利 益 15,715

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,386

営 業 利 益 2,328

Ⅳ 営 業 外 収 益 177

受 取 利 息 8

受 取 配 当 金 9

助 成 金 収 入 120

諸 債 務 整 理 益 23

そ の 他 14

Ⅴ 営 業 外 費 用 477

支 払 利 息 256

支 払 補 償 費 173

そ の 他 48

経 常 利 益 2,027

Ⅵ 特 別 損 失 469

減 損 損 失 88

投 資 有 価 証 券 評 価 損 377

そ の 他 3

税 引 前 当 期 純 利 益 1,558

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 266

法 人 税 等 調 整 額 △53 213

当 期 純 利 益 1,345

損　益　計　算　書
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 沼 田 敦 士

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 川 　 慶

独立監査人の監査報告書

2025年5月14日

ぴ あ 株 式 会 社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ぴあ株式会社の2024年4月1日から
2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、ぴあ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

連結計算書類に係る会計監査報告
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を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 沼 田 敦 士

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 川  慶

独立監査人の監査報告書

2025年5月14日

ぴ あ 株 式 会 社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ぴあ株式会社の2024年4月1日

から2025年3月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

計算書類に係る会計監査報告
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備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の

判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す

るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな

い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査

人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の

表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第52期事業年度にお

ける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い

たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意

思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100

条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び

同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏

まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規

則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告

－ 41 －



以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ

ん。

　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、

当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので

はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと

認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2025年５月15日

ぴ あ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 能 勢 正 幸 ㊞

社外 監 査役 松 田 政 行 ㊞

社外 監 査役 糸 谷 祥 輝 ㊞
　

以　上
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現 行 定 款 変 更 案

（目的）

第３条　当会社は、次の事業を営む

ことを目的とする。

１.～26.（条文省略）

　　　　（新設）

27.　　 （条文省略）

（目的）

第３条　当会社は、次の事業を営む

ことを目的とする

１.～26.（現行通り）

27.警備業法に基づく警備業

28.（現行通り）

（新設）

第26条～第41条　（条文省略）

（取締役会の決議の省略）

第26条　取締役が取締役会の決議の

目的である事項について提案した

場合において、当該提案につき議

決に加わることができる取締役の

全員が書面又は電磁的記録により

同意したときは、当該提案を可決

する旨の取締役会の決議があった

ものとみなす。ただし、監査役が

当該提案に異議を述べたときはこ

の限りではない。

第27条～第42条　（現行通り）

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件

１．定款変更の理由

   (1)当社事業における、今後の興行運営受託事業の拡大に対応するため、現行

　　定款第３条（目的）につきまして事業目的を追加するものです。

      また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります

   (2)会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的記録に

　　より取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、第26条（取締役会の

　　決議の省略）を新設するとともに、現行定款第26条以下を１条ずつ繰下げる

　　ものであります。

２．定款変更の内容

下線は変更部分を示しております。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

1

やない ひろし

矢 内 廣
(1950年１月７日生)

1974年12月 ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年６月 当社代表取締役会長兼社長

2006年６月 当社代表取締役社長（現任）
3,055,376株

（重要な兼職の状況）

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

【取締役候補者とした理由】

候補者は、創業者として1974年に当社を設立し、経営方針・経営戦略の推進を担い、

レジャー・エンタテインメント領域における地位を確立してきました。今後も、当社

の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものでありま

す。

第２号議案 取締役12名選任の件

　取締役全員は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名

の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次の通りであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

2

きもと たかし

木 本 敬 巳
(1960年12月８日生)

1987年６月 当社入社

2006年４月 当社執行役員電子チケット事業本

部長

2008年７月 当社上級執行役員ライブ・エンタ

テインメント本部長

2010年４月 当社上級執行役員ライブ・エンタ

テインメント局長

2011年６月 当社取締役エンタテインメント事

業本部副本部長兼ライブ・クリエ

イティブ局長

2012年４月 当社取締役事業統括本部副本部長

兼ライブ&メディア事業本部長

2013年４月 当社取締役事業統括本部副本部長

2014年１月 当社取締役事業統括本部長

2017年６月 当社常務取締役事業統括担当統括

本部長

2018年４月 当社常務取締役

2019年６月 当社専務取締役

2022年４月 当社専務取締役グループ事業推進

担当

2022年６月 当社取締役副社長（現任）

6,312株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、ライブ・エンタテインメント事業全般に亘る幅広い業務経

験と業界内のネットワークを有しており、副社長として事業及び経営全般を担ってお

ります。今後も当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願い

するものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

3

よしざわ やすゆき

吉 澤 保 幸
(1955年７月７日生)

1978年４月 日本銀行入行

1996年５月 同行営業局証券課長

2001年２月 当社入社　執行役員

2002年６月 当社取締役コーポレート本部長

2007年６月 当社取締役常務執行役員コーポ

レート本部長

2008年６月 当社顧問

2013年６月 当社取締役

2014年１月 当社取締役財務・経営企画・管理

担当CCO

2015年５月 当社取締役財務戦略担当CCO

2016年４月 当社取締役コーポレート統括担当CCO

2019年６月 当社常務取締役コーポレート統括

担当CCO

2020年４月 当社常務取締役コーポレート統括

担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年４月 当社常務取締役コーポレート担当

CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年６月 ぴあ総合研究所株式会社　代表取締

役社長（現任）

2022年６月 当社専務取締役コーポレート担当
CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2024年10月 当社専務取締役コーポレート担当
CCO兼CISO兼全社経営改革推進担当兼リ

スクマネジメント委員会委員長(現任)

9,281株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、経営管理に関する深い知見と幅広い見識を有しており、当社入社以来、財

務、経営企画、コーポレート部門の責任者を歴任しており、専務取締役としてコーポ

レート・ＣＣＯ・ＣＩＳＯ・全社経営改革推進を担っております。今後も当社の経営

に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

－ 46 －



番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

4

むらかみ もとはる

村 上 元 春
(1965年４月13日生)

1988年４月 当社入社

2008年７月 当社執行役員ライブ・エンタテイ

ンメント本部副本部長

2012年６月 当社上級執行役員ライブ・エンタ

テインメント統括局長

2014年４月 当社上級執行役員ＣＳＲ推進室長

兼事業統括本部長補佐

2014年６月 当社取締役ＣＳＲ推進室長兼事業

統括本部長補佐

2016年４月 当社取締役ＣＳＲ担当兼事業統括

本部長補佐

2017年４月 当社取締役ＣＳＲ担当兼事業統括

担当副統括本部長

2018年４月 当社取締役事業統括担当統括本部

長兼エンタテインメント事業開

発担当兼ＣＳＲ担当

2020年４月 当社取締役事業統括担当統括本部

長兼ＣＳＲ推進担当兼ＨＲ創造

担当兼エンタテインメント事業

開発担当兼戦略企画担当兼経営

改革推進担当

2021年４月 当社取締役ヴェニュー事業開発

担当兼新規事業開発担当兼CSR

担当兼経営改革推進担当兼HR

創造担当

2022年６月 当社常務取締役ヴェニュー事業開

発担当兼中日本・西日本エリア担

当兼コンテンツ・コミュニケーシ

ョン担当兼新規事業開発担当兼CSR

担当兼経営改革推進担当兼HR創造

担当

2023年４月 当社常務取締役ヴェニュー事業開

発担当兼デジタル・コミュニティ

開発担当兼グループ事業推進担当

兼経営改革推進担当

2024年10月 当社常務取締役ヴェニュー事業開

発担当兼グループ事業推進担当兼

中日本エリア担当兼全社経営改革

推進担当(現任)

4,714株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、ライブ・エンタテインメント事業全般に亘る幅広い業務経

験を有しており、常務取締役としてヴェニュー事業開発並びにグループ事業推進・中

日本エリア担当・全社経営改革推進を担っております。今後も当社の経営に欠かせな

い人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

5

こばやし さとる

小 林 覚
(1966年２月28日生)

1989年４月 当社入社

2000年４月 当社第二エンタテインメント事業

本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年６月 当社メディア流通事業本部副本部長

2011年６月 当社執行役員社長室長兼広報室長

2017年６月 当社取締役社長室長兼広報室長

2020年４月 当社取締役社長室長

2023年４月 当社取締役社長室長兼CSR担当(現任)

9,901株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、広報、出版事業、インターネット事業、メディア流通事業

電子チケット事業、社長室長等の幅広い部門での業務経験を有しており、社長室並び

に広報・ＣＩ・ＣＳＲ担当を担っております。今後も当社の経営に欠かせない人材で

あると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

6

ひがしで たかゆき

東 出 隆 幸
(1965年７月29日生)

1989年４月 当社入社

2002年４月 当社営業開発事業本部クーポン事

業部長

2007年４月 当社電子チケット事業本部ソリューシ

ョン事業部長

2013年６月 当社執行役員ライブ・エンタテイ

ンメント局長

2017年６月 当社上席執行役員ライブ・エンタ

テインメント本部長

2019年６月 当社主席執行役員ライブ・エンタ

テインメント本部長

2021年６月 当社首席執行役員ライブ・エンタ

テインメント本部長兼ライブ・ク

リエイティブ本部長

2022年４月 当社首席執行役員ライブ・エンタ

テインメント担当兼ライブ・クリ

エイティブ担当

2022年７月 当社取締役ライブ・エンタテインメン

ト担当 兼 ライブ・クリエイティブ担

当 兼 アジアマーケット開発担当 兼 

グループ事業推進担当

2023年４月 当社取締役ライブ・エンタテイン

メント担当 兼 ライブ・クリエイ

ティブ担当 兼 西日本エリア担当 

兼 九州エリア担当 兼 東北・北海

道エリア担当(現任)

5,125株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、ライブ・エンタテインメント事業全般に亘る幅広い部門で

の業務経験を有しており、ライブ・エンタテインメント並びにライブ・クリエイティ

ブ担当、西日本・九州・東北・北海道エリア担当を担っております。今後も当社の

経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

7

かわばた としひろ

川 端 俊 宏
(1973年５月25日生)

1997年４月 当社入社

2000年４月 2002年ワールドカップ杯日本組織

委員会出向

2007年４月 当社メディア・流通事業本部 事業開

発室長

2014年４月 当社システム局長

2019年４月 当社執行役員システム局長

2020年４月 当社執行役員システム局長兼グロ

ーバルイベント局長

2021年６月 当社上席執行役員ライブ・エンタ

テインメント本部副本部長

2022年４月 当社上席執行役員ライブ・エンタテイ

ンメント担当(DX担当) 兼 システム担

当 兼 次世代システム局長

2022年７月 当社取締役ライブ・エンタテイン

メント担当(DX、システム・ソリュー

ション担当) 兼 システム戦略担当 

兼 グローバル事業担当

2023年４月 当社取締役ライブ・エンタテイン

メント担当(システム・ソリューショ

ン担当)兼システム戦略担当兼DX推

進担当兼グローバル事業担当(現任)

（重要な兼職の状況）

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社

代表取締役社長

4,899株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、システム、メディア流通事業、グローバルイベント事業

等の幅広い部門での業務経験を有しており、ライブ・エンタテインメント(システム・

ソリューション担当)並びに、システム戦略・DX推進・グローバル事業担当を担ってお

ります。今後も当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願い

するものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

8

みやもと ながこ

宮 本 暢 子

(1968年９月19日生)

1991年４月 当社入社

2000年４月 当社経営企画本部戦略企画部

グループリーダー

2003年４月 ぴあデジタルコミュニケーションズ

株式会社ソリューション事業部長

2008年10月 同社取締役ソリューション営業部長

2011年３月 当社退社

2013年４月 東京国際モンテッソーリ教師トレ

ーニングセンター入校

2014年３月 モンテッソーリ教師（３～６歳）

の国際ディプロマ取得

2014年４月 学校法人髙根学園入職

2015年１月 保育士資格取得

2018年４月 マリア・モンテッソーリ・エレメ

ンタリースクール勤務

2018年６月 当社取締役

2022年６月 当社社外取締役（現任）

2023年４月 株式会社ウィズチャイルド入社

 2025年４月　ウィズチャイルドさくらがおかこど

 　　　　　　も園施設長(現任)

3,097株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、14年前まで当社に20年間在籍し、経営企画、ソリューション営業、子会社

の取締役を歴任し、特に当社の企業理念と会社風土に精通しております。退社後、子

育てと並行して複数の保育・教育に関する資格を取得し、教育現場での経験と見識を

有しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしております。当社の企業理

念“ひとりひとりが生き生きと”の実現に向け、今後も女性の視点から、働き方改

革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判

断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

9

いちじょう かずお

一 條 和 生
(1958年10月13日生)

2001年４月 一橋大学社会学部教授、一橋大学
大学院国際企業戦略研究科教授
（協力講座）

2005年３月 株式会社シマノ社外取締役（現任)
2007年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科教授
2014年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科研究科長
2015年６月 株式会社電通総研社外取締役
2017年６月 当社社外取締役（現任）
2018年２月 株式会社ワールド社外取締役

2018年４月 一橋大学大学院経営管理研究科
国際経営戦略専攻 専攻長、教授

2022年４月 ＩＭＤ（国際経営開発研究所、ス

イス、ローザンヌ）教授（現任）

1,595株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革の専門家として豊富な
経験と知識を有しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしております。
また上場企業の社外取締役としての経験も豊富であり、今後も当社の経営について適
切な助言をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名

（ 生 年 月 日 ）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 株 式 数

10

むらい みつる

村 井 満
(1959年８月２日生)

1983年３月 株式会社日本リクルートセンター入社

2000年４月 同社執行役員全社戦略グループ担当

2004年３月 同社斡旋ディビジョンカンパニー

プレジデント兼株式会社リクルー

トエイブリック代表取締役社長

2008年７月 社団法人日本プロサッカーリーグ

理事（非常勤）

2011年４月 株式会社リクルート執行役員アジ

ア担当兼ＲＧＦ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎ

ｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ取締役社長

2013年４月 ＲＧＦ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍ

ｉｔｅｄ会長

2014年１月 公益社団法人日本プロサッカーリ

ーグチェアマン

2022年３月 公益社団法人日本プロサッカーリ

ーグ名誉会員兼公益社団法人日本

サッカー協会顧問（現任）

2022年４月　株式会社ONGAESHI Holdings代表取

締役（現任）

2022年６月 当社社外取締役（現任）

　　　　　　株式会社WOWOW取締役(監査等委員)

（現任）

2023年３月 株式会社アシックス社外取締役(現任)

2023年６月　公益財団法人日本バドミントン協

会代表理事(会長)（現任）

　　　　　　公益財団法人日本オリンピック委

員会理事（現任）

2,978株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、企業経営のみならずスポーツ界においてもＪリーグチェアマンという極め

て豊富な経験と実績を有しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしてお

ります。今後も当社の経営について適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き

選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る

当 社 株 式 数

11

さとう のりゆき

佐 藤 則 之
(1955年６月25日生)

1979年４月 三井物産株式会社入社

2002年２月 米国三井物産シアトル支店長 兼 

繊維・物資・建設本部長

2005年１月 日本ブランズウィック株式会社　

代表取締役社長

2008年７月 米国三井物産ニューヨーク本店コ

ンシューマーサービス事業本部長

2010年５月 三井物産株式会社本社コンシュー

マーサービス事業本部業務部長

2012年７月 IHH Healthcare Berhad Group 

Head of Risk Management

2014年10月 欧州三井物産ロンドン本店副社長

2018年11月 三井物産人材開発株式会社 ランゲ

ージセンター長

2020年12月 Tycoon Executive Search株式会社 

顧問

2022年２月 日本アジア投資株式会社 顧問

2023年２月 PIA DAIMANI Hospitality 

Experience株式会社 監査役(現任)

2023年４月 株式会社モーベルファーム社外取

締役(現任)

2023年６月　当社社外取締役(現任)

595株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、海外事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通しており、

当社が定める社外役員の独立性基準を満たしております。今後も当社の経営について

適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

12

てらだ みほ

寺 田 美 穂
(1968年12月22日生)

1991年４月 日産自動車株式会社入社
2009年４月　同社販売会社支援部課長
2012年４月 同社販売ネットワーク部課長
2013年４月 同社商品企画本部日本商品企画室

課長
2015年４月 コニカミノルタ株式会社入社
　　　　　　同社広報ブランド推進部シニア
　　　　　　マネジャー
2017年４月 同社広報ブランド推進部シニアマ

ネジャー 兼 ダイバーシティ推進
室シニアマネジャー

2019年４月 同社DXブランド推進部シニアマネ
ジャー

2022年６月 株式会社セブン＆アイ・ホールデ
ィングス入社
同社コーポレートコミュニケーシ
ョン本部シニアオフィサー

2023年３月 同社PR戦略部シニアオフィサー
2024年３月 同社執行役員(現任)
2024年６月 当社社外取締役(現任)
2024年９月　株式会社セブン＆アイ・ホールデ

ィングスブランドコミュニケーシ
ョン部シニアオフィサー（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、販売・メーカー・流通事業会社における商品企画・広報・ダイバーシティ
に関する豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通しており、今後も当社の経営に
ついて適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであり
ます。

(注) １. 当社の代表取締役社長 矢内廣は、当社の関係会社であるチケットぴあ名古屋株式会

社の代表取締役会長を兼務し、当社は興行チケットの中部地域での仕入れを行ってお

ります。他の各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２. 所有する当社株式の数には、ぴあ役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載

しております。

３. 宮本暢子氏、一條和生氏、村井満氏、佐藤則之氏及び寺田美穂氏は、社外取締役候補

者であります。

４. 一條和生氏の社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって８年、宮本暢子氏及び

村井満氏の社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって３年、佐藤則之氏の社外

取締役在任期間は本総会の終結の時をもって２年、寺田美穂氏の社外取締役在任期間

は本総会の終結の時をもって１年であります。

５. 宮本暢子氏、一條和生氏、村井満氏及び佐藤則之氏は、東京証券取引所が一般株主保

護のため確保することを義務付けている独立役員の候補者であります。

６. 当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く）がその期待される役割を十分発

揮できるよう、現行定款第22条において、取締役（業務執行取締役等であるものを除
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く）との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨

を定めております。これにより、宮本暢子氏、一條和生氏、村井満氏、佐藤則之氏及

び寺田美穂氏とは、各氏の損害賠償責任を金500万円又は会社法第425条第１項に定め

る最低責任限度額の何れか高い額を限度とする（職務を行うにつき善意で且つ重大な

過失がない場合に限る。）ことを内容とする責任限定契約を締結しており、５氏の再

任が承認された場合、当社は５氏との間で当該責任限定契約を継続する予定でありま

す。

７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O

保」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、全ての取締役及

び監査役を被保険者として、業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害

（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を塡補する

こととしております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。

各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD＆O保険の被保険

者となる予定であります。D＆O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に

取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
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【ご参考】独立性基準

当社は社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断す

る場合、独立性を有しているものと判断する。

１. 当社グループの執行者

　当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者又は最近10年間

において業務執行者であったもの。

２. 株主関係者

　①当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３. 取引先関係者

　①当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　当社グループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度において当社グループ

　との取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

　　当社グループの主要な取引先とは、直近の事業年度において当社グループ

　との取引金額が当社グループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③当社グループの主要な借入先又はその業務執行者

　　当社グループの主要な借入先とは、直近の事業年度末において当社グループの連結

　総資産の２％以上の額を当社グループに融資していた者とする。

４. 専門家関係者

　①当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法

　書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている

　者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループからの売上が当該団体の連結

　売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②当社グループの会計監査人又はその社員等

５. 寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、当社グループが年間1,000万円以上の寄付又は

は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６. 近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
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氏名 役職

経営・業態経験 マネジメントスキル・知識等

企

業

経

営

者

経

験

エ

ン

タ

メ

事

業

経

験

ネ

ッ

ト

事

業

経

験

海

外

事

業

経

験

組

織

・

人

財

開

発

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

・

営

業

I

T

・

テ

ク

ノ

ロ

ジ

|

財

務

・

会

計

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
法
務

サ

ス

テ

ナ

ビ

リ

テ

ィ

矢内　廣
代表取締役

社長
● ● ● ● ● ● ● ●

木本　敬巳
取締役

副社長
● ● ● ● ● ● ● ●

吉澤　保幸
専務

取締役
● ● ● ● ● ● ●

村上　元春
常務

取締役
● ● ● ● ● ● ●

小林　覚 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

東出　隆幸 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

川端　俊宏 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

宮本　暢子
独立社外

取締役
● ● ● ●

一條　和生
独立社外

取締役
● ● ● ● ●

村井　満
独立社外

取締役
● ● ● ● ● ● ●

佐藤　則之
独立社外

取締役
● ● ● ● ● ●

寺田　美穂
社外

取締役
● ● ● ● ●

【ご参考】本総会終了後の取締役のスキルマトリクス（予定）

　本招集ご通知記載の候補者を原案通りにご選任いただいた場合に、当社が各取締役に

期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式数

よしかわ たけし

吉 川 武 志
(1986年５月１日生)

2015年１月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2016年８月 山崎貴啓法律事務所(現松田山崎法

律事務所)弁護士

2019年１月 松田山崎法律事務所 弁護士(現任)

0株

【補欠監査役候補者とした理由】

候補者は、弁護士として企業法務における幅広い分野での法務対応の経験と専門知識

を有していることから、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、当社

監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするも

のであります。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　2024年６月22日開催の第51回定時株主総会において補欠監査役に予選された吉

川武志氏の選任の効力は本総会の開始の時までの間とされておりますので、監査

役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次の通りであります。

（注）１．候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２．吉川武志氏は補欠の社外監査役候補者であります。

３．当社は監査役がその期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第31条におい

て、監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結で

きる旨を定めております。これにより、吉川武志氏が選任され監査役に就任した場合

は、当社は同氏との間で、同氏の損害賠償責任を金500万円又は会社法第425条第１項

に定める最低責任限度額の何れか高い額を限度とする（職務を行うにつき善意で且つ

重大な過失がない場合に限る。）ことを内容とする責任限定契約を締結する予定であ

ります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O保

　　険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役

　　等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で

　　定められた免責事由に該当するものを除く。）等を塡補することとしております。な

　　お、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。吉川武志氏が選任され監

　　査役に就任した場合には、D＆O保険の被保険者となる予定であります。D＆O保険の契

　　約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更

　　新する予定であります。
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第４号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の継

続の件

　2009年6月20日開催の第36回定時株主総会で導入につき、以来直近では2023年

６月17日開催の第50回定時株主総会で継続につきご承認を得ている当社株式の大

量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、現在の対応策を「原プラン」

といいます。）は、本総会の終結の時をもって有効期間が満了を迎えることとな

ります。

　当社では、原プランの有効期間が満了を迎えることから、近時の買収への対応

方針や対抗措置に関する裁判例や実務動向等も勘案しつつ、企業価値向上、ひい

ては株主共同の利益の保護の観点から、継続の是非も含め、その在り方について

継続的に検討してまいりました。その結果、2025年5月15日開催の取締役会にお

いて、会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務および事業の方針

の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下「本基本方針」といいま

す。）に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組みとして、下記の通り、その一部を変更のう

え、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）」（以下

「本プラン」といいます。）を継続することを決定いたしました。

　つきましては、株主の皆様に、本プランの内容で当社株式の大量取得行為に関

する対応策を継続することに関し、ご承認をお願いするものであります。

原プランから本プランへの変更の主な内容は次の通りです。

(1)本プランの適用対象となる「買付等」の定義、および本新株予約権の行使

条件のうち「非適格者」（原プランにおける「特定買付者等」）の定義をそれぞ

れ一部見直しました。

(2)「買付等」に該当するかの基準となる「実質的に支配」または「共同ないし

協調して行動」に当たるか否かを判断する際に用いられる基準として別紙3の

「共同協調行為等の認定基準」を作成し、かかる判断は当社取締役会が独立委員

会の判断を尊重し合理的に行う旨を明確にいたしました。

(3)独立委員会検討期間を明確化するとともに、買付等の評価の難易度等に応じ

て、十分な検討期間を確保するための見直しを行いました。

(4)その他表現の明確化を含む字句の修正等を行いました。

1.　本基本方針の内容

当社の企業価値の源泉は、下記の（ⅰ）～（ⅴ）の相乗効果による「ぴあ

ブランド」の構築と、それによるブランドバリューの最大限の活用にあると

認識しております。

（ⅰ）当社の運営するECサイト、プロモーション・メディアおよび流通プラ

ットフォーム、ホール・劇場（＝ぴあならではのバリューチェーンと称して
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います。）を通して、コンシューマー（お客様）・コンテンツホルダー（権

利者）・興行主催者の三方面に対し、付加価値の高いサービス、およびソリ

ューションを提供する、当社ならではのビジネスモデルの確立。

（ⅱ）人々の生活に潤いと活力を与える、文化・芸術・エンタテインメン

ト・スポーツの健全な育成と、その発展を目的とした商品、コンテンツ、サ

ービスの開発・提供。

（ⅲ）エンタテインメント業界における広範囲な企業連携と新たな価値の創

出、および人材の育成と人的ネットワークの構築。

（ⅳ）各種レジャー・エンタテインメント情報をユーザーの目線で収集・編

集し、これらを出版・配信・プロモーションできるノウハウの蓄積とその活

用。

（ⅴ）企業理念（「ひとりひとりが生き生きと」）をベースとした2022年6

月18日開催の第49回定時株主総会の決議により当社定款第2条各項目に定め

る当社の経営方針の基本原則（以下「ぴあ企業理念」と総称します。）に基

づく事業の推進、ならびに不断の経営革新努力。

当社としましては、こうした「ぴあブランド」のさらなる強化、進化によ

り、「ぴあ企業理念」を基礎とする企業活動を継続し、これにより「ひとり

ひとりが生き生きと」を広範に実現させ、国際的規範であるSDGs目標「だれ

ひとり取り残さない」に通じる心豊かな社会の発展に貢献してまいりたいと

考えております。
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これらが株式の大量買付等を行う者により中長期的に確保され、向上させ

られるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損される

ことになります。

一方、当社は、上場会社である当社の株式は、株主または投資家の皆様に

自由に取引されるものであり、特定の者による当社株式の大量買付等に応じ

るか否かは、当社株主の皆様に十分な情報が提供された上で、最終的には当

社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えており、これが、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に中長期的に資するものである限りに

おいて、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付等の中には、株主の皆様が株式の大量買付

等の内容等について検討し、取締役会が意見を取りまとめ、必要に応じ代替

案を提示し、株主の皆様のために買付者等と交渉するために必要な時間を提

供しないもの、経営方針・投下資本の回収方針等の十分な情報を合理的な期

間内に提供しないもの、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する

ことが明白である濫用的なもの、または、買付等の条件が当社の本源的価値

に鑑み不十分もしくは不適当であるもの等、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を毀損するおそれがあるもの等があることを否定することはできま

せん。

当社は、このような特定の者による当社株式の大量買付等に伴い、会社の

存立、発展が阻害されるおそれが生ずる等、会社の企業価値が毀損され、会

社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、

その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡

平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、最終的には会社の利益の帰

属主体である株主の皆様自身の判断において対抗措置を行うことができるほ

か、当該特定の者が必要な情報や時間を提供しない場合や、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を毀損することが明白な濫用的買収を行う場合等、

取締役会の判断により相当な対抗措置を講ずることが許容される場合がある

と考えております。

当社は、当社株式の大量買付等を行う者に対して、遵守すべき一定の手続

があること、また、法令および当社定款等の許容する限度において、相当な

対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告すること等により、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付等を防止

することとします。また、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の

財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとし

て、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入等

を株主総会において決議し、当該対応策の内容を、株式会社東京証券取引所
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における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ホー

ムページ等への掲載等により周知させることとします。

2.　本基本方針の実現に資する特別な取組み（以下「企業価値向上等への取組

み」といいます。）

この間、当社は当社グループの企業価値、株主共同の利益の向上に向けた

各種取組みを進めております。即ち、上場以来、ぴあファンの方々に当社株

主になって頂くことを念頭に、個人株主の形成に向けた様々な施策（株主優

待の充実、株主アンケート、株主懇談会の実施等）に取組み、高い個人株主

比率を実現しております。

そうした中で、業績面では、当社を取り巻く集客エンタメ業界の環境がさ

らにその変化を早める中、テクノロジーの進化と当社の強みを生かし、次の

10年を見据えた長期ビジョンの策定にも着手しております。現在の事業を拡

充しつつ、新規事業の創出にも注力することで、さらなる“変身”を加速さ

せ、100年企業を目指すべく、2023年度より新たな中期経営計画（2023年度

～2025年度）を策定しております。

現在の基幹事業(チケッティングビジネスを核としたその周辺事業)のさら

なる拡充とともに、新規事業群の創出にも傾注した3ヶ年の中期経営計画初

年度(2023年度)の数値目標は、計画通りの進捗を辿りました。当社の事業ド

メインである集客エンタメ産業全体も、コロナ禍の収束とともに大きく復調

しております。

こうした状況下、2024年度は、この間のトレンドを継続する形で、基幹事

業群であるチケッティングビジネス、興行企画制作、ホール・アリーナ運営

事業等の拡大に加え、それらに付帯するメディアコンテンツ事業や、ぴあカ

ード会員事業のさらなる拡大、同時に、「デジタルメディア・データマーケ

ティング事業」、「ホスピタリティ事業(VIP向け高付加価値チケットの販

売)」、「グローバル・イベント(万博等の国際的イベントのチケッティング

業務受託や、エンタメコンテンツの輸出入事業)」等の新規事業の成果も具

現化しはじめたことにより、過去最高の利益を達成しております。

また、中期経営計画の最終年度(2025年度)には、基幹事業群の売上高を高

水準に維持しつつ、周辺ビジネスの拡大や、チケット流通事業における取引

条件の適正化を含む収益モデルの改善を図るとともに、新規事業群において

は、特に「大阪・関西万博」入場券販売とプロモーション拡充も踏まえた受

託事業の完遂、ホスピタリティ事業のビジネスモデルの定着と事業機会の拡

大、デジタルメディア・データマーケティング事業の着実な伸張を目指しま

す。この結果、2025年度中には、コロナ禍で生じた多額な累損を一掃し、な
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らびにこの間無配を余儀なくされていた事態を脱することで、復配の実現を

目指します。

そして、中期経営計画の完了とともに、チケッティングビジネスに依存し

た事業基盤の抜本的改革を実現させ、新たな事業群の創出と育成によって、

その後の持続的成長が可能な事業構造への変身に尽力してまいります。さら

に、従業員のやりがいの向上やぴあコミュニティの活性化、生産性の向上と

働き方改革を軸に、人的資本経営の拡充にも一層注力し、テクノロジーの進

化と当社の強みを生かした長期ビジョン(「感動のライフライン」)の実現も

着実に推進してまいります。

3.　本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み（本プラン）

(1)　本プランの目的

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

ることを目的として、本基本方針に基づき、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大量買付等がなされることを防

止するためのものです。

2025年3月31日現在、当社の株主構成は現経営陣による安定的な状況とな

っており（別紙１「当社大株主の状況（2025年3月31日現在）」参照）、当

社役員の所有株式数合計の議決権比率（以下「議決権比率」といいます。）

は20.1％であります。しかしながら、当社役員の議決権比率は、上場直後で

ある2002年3月31日現在の52.0％から、この23年間で、約32％低下しており

ます。また、今後も恒常的に発生するシステム投資や中長期的な事業領域の

拡大に結びつく新規成長事業への投資等に伴う資金調達の手段として、また

は自己資本の充実のため、資本市場における資金調達もひとつの選択肢とし

て考えられ、これを実施する場合には当社役員の議決権比率がさらに低下す

る可能性もあります。その他、今後他社と業務資本提携を行う等の事由で株

主構成が変化する可能性も否定はできませんし、役員の異動等によって議決

権比率が低下する可能性もあります。また、当社は上場会社であることか

ら、大株主である役員等が各々の事情に基づき株式の譲渡その他の処分をす

ることによって、現在の安定的な株主構成を維持できない事態も起こり得る

ものと考えております。

こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大量買付等により企業価

値・株主共同の利益が毀損されることを防止するためには、本基本方針に定

められた通り、特定の者による株式の大量買付等に応じるか否かは、最終的

には株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。そして、株主の皆
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様がこの判断を適切に行うためには、買付者等から必要な情報の提供を受け

ること、取締役会から必要な情報や代替案の提示を受けること、および、こ

れらのために必要な時間を確保することが必要不可欠であり、これらの情報

を収集し、株主の皆様に伝達するのは、株主の皆様の負託を受けて会社経営

の任にあたる取締役会の責務であると考えております。にもかかわらず、買

付者等が必要な情報を合理的な期間内に提供しない場合、または、これらの

ために必要な時間、もしくは当社取締役会が株主の皆様のために買付者等と

交渉するために必要な時間を確保しない場合には、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益の保護の観点から、取締役会は原則として速やかに対抗措置

の発動（そのために必要な株主総会の招集その他の措置を含みます。以下同

じとします。）を行う必要があると考えております。また、買付者等が、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買

収を行う場合にも、同様であると考えております。さらに、買付等の条件が

当社の本源的価値に鑑み不十分もしくは不適当なものである場合等、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある場合には、対抗措

置の発動を行うか否かの判断は、企業価値および株主共同の利益を図るべく

経営の任にあたる取締役会の責務を踏まえつつも、最終的には株主の皆様に

委ねることが適切であると考えております。そして、これらの過程におい

て、取締役会が万が一にも恣意的に行動することがないよう、それを防ぐた

めの措置を講ずることも必要であります。

このような観点から、本プランにおいては、中立かつ独立の立場から勧告

を行う独立委員会を設置し、当社取締役会がその勧告を最大限尊重する形で

手続を進めることとします。

(2)　本プランの内容

本プランの内容は以下の通りでありますが、本プランに関する手続の流れ

につきましては、別紙2にその概要をフローチャートの形でまとめておりま

すので、併せてご参照ください。

(a)　本プランの概要

下記(b)(i)に定める買付等を行う者または提案する者（以下「買付者

等」といいます。）は、①買付者等が当社取締役会および独立委員会に

対し当該買付等に関する必要かつ十分な情報を独立委員会が定める合理

的期間内に提供し、②独立委員会のための一定の検討期間が経過し、か

つ③当社取締役会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまで（当

社取締役会が対抗措置の発動の是非について株主の皆様の意思を問う株

主総会を招集した場合には、株主総会が対抗措置の発動の是非について
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決議を行うまで）は、買付等を開始し、または進めることが許されない

ものとします。

(ⅰ)　買付者等に対する情報等の提供の請求

下記(b)(i)に定める買付等が行われる場合、当社は買付者等に対し

事前に書面で買付等の目的および条件等の情報を合理的期間内に提出

していただくことを求めます。

(ⅱ)　独立委員会への諮問

当社取締役会は、独立委員会に対し上記情報を提供し、対抗措置の

発動の是非等について諮問します。

(ⅲ)　独立委員会の検討および勧告

独立委員会が必要と認める場合、買付者等に対し合理的期間内に追

加情報の提供を求め、また取締役会に対しても合理的期間内に適宜必

要と認める情報、資料等の提示を求めることができます。独立委員会

は、原則として当社取締役会および独立委員会に対する買付説明書

（下記(b)(ii)で定義され、買付説明書に関する補足説明または追加

提出された買付説明書等を含みます。以下同じ。）の提出が合理的期

間内に完了した日から所定の期間内に当社取締役会に対し、勧告内容

を書面にて提出します。

(ⅳ)　取締役会による決議

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、当該買付者

等が本プランに定める手続を遵守していないと認めた場合は、対抗措

置の発動を決議することができ、また、当該買付等が当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす濫用的買付等

（下記(b)(v)で定義されます。）に該当すると認めた場合にも、対抗

措置の発動を決議することができます。また、独立委員会が当該買付

等は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある

と勧告した場合、当社取締役会は、対抗措置の発動に株主総会決議が

不要なときであっても、株主総会を招集して対抗措置の発動を付議

し、対抗措置の発動につき株主総会の決議を経ることにより、対抗措

置の発動の具体的内容を決議することができるものとします。
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(ⅴ)　対抗措置

対抗措置は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、買付等に対し当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上を図る上で、必要か

つ相当な措置（株式の発行、自己株式の処分もしくは株式無償割当て

または新株予約権の発行もしくは新株予約権無償割当て等）の中から

その時点で当社取締役会が最も適切であると判断したものを選択し、

当社取締役会または株主総会で決議されるものとします。

(b)　買付等の開始から対抗措置の発動または不発動の決議までの手続

(ⅰ)　買付等

本プランが定める手続は、当社取締役会の同意を得ないで行われる

買付等のうち下記のいずれかに該当するもの（以下「買付等」といい

ます。）に適用されます。

①　当社が発行者である株券等
1
（以下「当社株券等」といいま

す。）について、保有者
2
およびその共同保有者等

3
の株券等保有割

合
4
が20%以上となる買付等

5

②　当社株券等について、公開買付け
6
を行う者の株券等の株券等所

有割合
7
およびその特別関係者等

8
の株券等所有割合の合計が20%以

上となる公開買付け

③　上記①または②に規定される各行為が行われたか否かにかかわら

ず、（イ）当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数である場

合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で行う

行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特

定の株主の共同保有者に該当するに至る合意その他の行為、また

は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質

的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関

係
9
を樹立する行為

10
であって、（ロ）当社株券等につき当該特定

の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20％以上となる

行為

(ⅱ)　買付者等に対する情報等の提供の請求

買付者等は、買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対し、①買付

者等の概要（名称、住所、設立準拠法、代表者の役職および氏名、会

社等の目的および事業内容、大株主または大口出資者（所有株式数ま

たは出資割合上位10名）の概要、ならびに国内連絡先）、②買付者等

が現に保有する当社株券等の数および意向表明書提出前60日間におけ

る買付者等の当社株券等の取引状況、ならびに③提案する買付等の概
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要（買付者等が買付等により取得を予定する当社株券等の種類および

数、ならびに買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資も

しくは政策投資、買付等の後の当社株券等の第三者への譲渡等、重要

提案行為等
9
その他の目的がある場合には、その旨およびその内容。

なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきま

す。）を含みます。）を明示し、本プランに定める手続を遵守する旨

を記載した当社所定の書式による「意向表明書」を日本語にて提出し

ていただきます。

当社取締役会は、買付者等から意向表明書を受領した後10営業日以

内に、株主の皆様の判断および当社取締役会ならびに独立委員会の意

見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま

す。）のリストを合理的な回答期限（ただし、原則として60日間を超

えないものとします。）を設けて買付者等に交付します。その後、買

付者等には当社取締役会に対し、本必要情報を記載した書面（以下

「買付説明書」といいます。）を回答期限内に日本語にて提出してい

ただきます。本必要情報の具体的内容は買付者等の属性、買付等の目

的および内容により異なりますが、概ね下記①ないし⑪の情報を含み

ます。
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1 金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等（①の場合）もしくは同法第27条の

2第1項に定義される株券等（②の場合）またはその双方（その余の場合）をいいます。

2 金融商品取引法第27条の23第1項の保有者および同条第3項によって保有者に含まれる者

をいいます。

3 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者および同条第6項に基づき共同

保有者とみなされる者ならびに保有者または共同保有者との間で保有者・共同保有者間の

関係と類似した関係にある者をいいます。

4 金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合（ただし、重複する保有株

券等の数については控除するものとします。）をいいます。

5 ①において金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付等をいいます。
6 金融商品取引法第27条の2第6項に定義される公開買付けをいいます。
7 金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合（ただし、重複する所有株

券等の数については控除するものとします。）をいいます。

8 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者および公開買付けを行う者また

はその特別関係者との間で公開買付けを行う者・特別関係者間の関係と類似した関係にあ

る者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等

の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項に定める者を除きます。

9
　「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそ

れらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、別紙3に定め

る基準に従い行うものとします。なお、別紙3に定める基準は、法令の改正や裁判例の動向

等に基づき独立委員会の決議によって適宜合理的な範囲内で変更される場合があります。

10
　本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の判断を尊

重し合理的に行うものとします。なお、当社取締役会および独立委員会は、本文の③所定

の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な

情報の提供を求めることがあります。

11 
金融商品取引法第27条の26第1項に規定される重要提案行為等をいいます。

－ 69 －



当社取締役会は、買付説明書の情報等が株主の皆様の判断または当

社取締役会もしくは独立委員会の意見形成のために十分でないと認め

た場合には、買付者等に対し、合理的な回答期限を設けて、当社取締

役会が相当と認める方法で、買付説明書の補足説明または追加資料等

の提出を求めることができます。なお、当社取締役会は、提出された

買付説明書を評価検討し、当社取締役会としての意見を公表すること

ができるものとし、さらに必要に応じて買付者等と買付等に関する条

件改善等について交渉し、当社取締役会として株主の皆様および独立

委員会に対し代替案を提示することができるものとします。

①　買付者等および買付等に関して買付者等と意思の連絡のある者

（特別関係者等、共同保有者等、（当該買付者等とは別に存在す

る場合は）振替口座簿上の株主および（ファンドの場合は）各組

合員その他の構成員を含みます。）の概要（具体的名称、事業内

容、資本構成、財務内容、当社の事業と同種の事業についての経

験および他の買付者等との具体的関係等に関する情報を含みま

す。）

②　買付等の目的（意向表明書に記載していただいた目的の詳細）、

方法および内容（経営参画の意思の有無、買付等の対価の種類お

よび価額、買付等の時期、それに関連する取引の仕組みおよび買

付等の方法の適法性ならびに買付等の実現可能性に関する情報を

含みます。）

③　買付等の対価の価額の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算

定に用いた数値情報および買付等に係る一連の取引により生じる

ことが予想されるシナジー効果の詳細を含みます。）

④　買付等のための資金の調達方法（資金の提供者（実質的提供者を

含みます。）の具体的名称、当該資金に関して買付者等の有する

当社株券等その他資産等への担保権設定の状況および予定ならび

に調達に関連する取引の内容等を含みます。）

⑤　買付者等が既に保有する当社株券等に関する貸借契約、担保契

約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以

下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種

類、契約の相手方および契約の対象となっている株券等の数量等

の当該担保契約等の具体的内容

⑥　買付者等が買付等において取得を予定する当社株券等に関し担保

契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、

予定している合意の種類、合意の相手方および合意の対象となっ
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ている株券等の数量等の当該合意の具体的内容

⑦　買付等の後の当社グループの経営方針、経営体制、事業計画、資

本政策、配当政策、資産運用計画（売却等を予定される場合はそ

の内容等を含みます。）、投下資本の回収方針およびそれらを具

体的に実現するための施策

⑧　買付者等の事業と当社および当社企業集団の営む事業との統合お

よび連携等に関する事項ならびに買付者等と当社ないし当社の他

の株主との利益相反を回避するための具体的施策

⑨　買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地

域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

⑩　買付等の後の当社および当社企業集団の中長期的に持続的かつ継

続的な企業価値向上のための施策およびそれにより中長期的に企

業価値が向上される根拠

⑪　その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要であると認

める事項

(ⅲ)　独立委員会への諮問

当社は、取締役会の諮問機関として、買付者等および買付等に係る

評価および対抗措置の発動または不発動の勧告等を取締役会へ行う独

立委員会を設置します。独立委員会は当社経営陣から独立している当

社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者（実績ある会社経営

者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、

学識経験者等）の中から当社の取締役会が選任した3名以上の委員で

構成されます。独立委員会規程の概要は別紙3の通りです。なお、本

プランの継続後も、原プランにおいて独立委員会委員にご就任いただ

いている佐久間曻二氏、中村直人氏、平野英治氏、および一條和生氏

の4氏に引き続き独立委員会委員にご就任いただく予定です。これら4

名の就任予定者の略歴は別紙4の通りです。

当社取締役会は、買付者等から買付説明書の提出を受けたときは、

これを遅滞なく独立委員会に提供し、当該買付者等による買付等に対

する対抗措置の発動の是非その他当社の企業価値ひいては株主共同の

利益の確保および向上に関する事項について諮問します。ただし、当

社取締役会が相当と判断したときは、買付説明書の提出を受けるより

前に、独立委員会に対し諮問することができるものとします。

(ⅳ)　独立委員会の評価手続

独立委員会は、買付説明書の内容が十分でないと認めたときは、直

接または当社取締役会を通じて買付者等に対し、合理的な回答期限
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（ただし、原則として60日間を超えないものとします。）を設けて、

独立委員会が相当と認める方法で買付説明書の補足説明または追加資

料等を求めることができます。また、独立委員会は、必要に応じて当

社取締役会に対しても、合理的な回答期限（ただし、原則として60日

間を超えないものとします。）を設けて、独立委員会が相当と認める

方法で、当該買付等および買付説明書に対する意見、当社取締役会の

決定している事業施策等ならびにそれらの正確性および正当性を基礎

づける資料の提出を求めることができます。また、独立委員会は、当

社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の

助言を得ることができるものとします。また、独立委員会は、相当と

認めるときは、取締役会または買付者等と協議・交渉することができ

ます。

(ⅴ)　独立委員会の勧告

独立委員会は買付説明書の提出が完了した後、買付等の評価の難易

度等に応じて、対価を現金（円貨）のみとし、当社株券等の全部を対

象とする公開買付けの場合には最長60日間、その他の場合には最長90

日間（以下「独立委員会検討期間」といいます。ただし、必要な範囲

で延長・再延長ができるものとし、延長・再延長する場合には、その

旨、延長・再延長の期間および延長・再延長の理由の概要を開示する

ものとします。また、延長・再延長の期間は、合計で30日を超えない

ものとします。）以内に勧告の内容を書面にて作成し、これを当社取

締役会に提出します。

独立委員会は、当該買付者等が本プランに定める手続を遵守してい

ないと認めた場合、下記①ないし⑤に該当する等、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買付等（以

下「濫用的買付等」といいます。）であると認めた場合、または下記

⑥ないし⑨に該当する等、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を毀損するおそれがあると認めた場合において対抗措置を

発動することが相当であると判断した場合には、「対抗措置を発動す

ることを勧告する」旨（以下「発動勧告」といいます。）、またこれ

らに該当しないと認めた場合には、「対抗措置を発動しないことを勧

告する」旨の勧告（以下「不発動勧告」といいます。）を行うことと

します。また、独立委員会は、発動勧告または不発動勧告のいずれも

行わず、株主総会の招集等が相当と認める旨の勧告を行うことができ

ます。
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さらに、独立委員会は、当社取締役会が対抗措置の発動または不発

動の決定をした後であっても、当該決定の前提となる事実関係に変動

が生じた場合等においては、改めて不発動勧告または発動勧告を行う

ことができます。

当社取締役会は、上記勧告を最大限尊重するものとします。

①　当社の株券等を買い占め、当該株券等につき当社またはその関係

者等に対して高値で買取りを要求することを目的とする場合

②　当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取

得する等、当社の犠牲の下に当該買付者等またはその関係者等の

利益を実現する経営を行うことを目的とする場合

③　当社の資産等を当該買付者等またはその関係者等の債務の担保ま

たは弁済原資として流用することを予定する場合

④　当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していな

い高額資産を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当を

行わせ、または一時的な高配当による株価の急上昇の機会を狙っ

て当社株券等を高値で売り抜けることを目的とする場合

⑤　強圧的二段階買付（最初の買付等で当社株券等全部の買付等を勧

誘することなく、二段階目の買付・取引条件を不利に設定しまた

は二段階目の買付・取引条件を明確にしないで公開買付け等によ

る株券等の買付等を行うことをいいます。）その他当社株券等の

保有者にその売却を事実上強要するおそれのある場合

⑥　買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法

の適法性、買付等の実行の可能性、買付等の後における当社の顧

客・ユーザー、従業員、労働組合、取引先その他の当社に係る利

害関係者の処遇等の方針等を含みます。）が、当社の本源的価値

に鑑み、著しく不十分または不適当な買付等である場合

⑦　買付者等による買付等の後の経営方針、事業計画、投下資本の回

収方針等の内容が不十分または不適当であること等のため「ぴあ

ブランド」の維持または「ぴあ企業理念」に基づくサービスイン

フラ事業としての公共的性格もしくは顧客・ユーザーの利益に重

大な支障をきたすおそれのある場合

⑧　当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の顧客・ユーザ

ー、従業員、取引先等との関係または当社の「ぴあブランド」ま

たは「ぴあ企業理念」の価値を破壊し、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場

合
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⑨　買付者等が公序良俗の観点から支配株主として不適切であると判

断される場合

(ⅵ)　取締役会による決議

①　手続を遵守しない買付者等に対する対抗措置の発動の決議

　　当社取締役会は、独立委員会が当該買付者等は本プランの定める

手続を遵守していないと認めて発動勧告をしたときは、独立委員

会の発動勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動を決議すること

ができます。

②　濫用的買付等に対する対抗措置の発動の決議

　　当社取締役会は、独立委員会が当該買付等は上記(v)①ないし⑤

に相当する等、濫用的買付等に該当すると認めて発動勧告をした

ときは、独立委員会の発動勧告を最大限尊重して、対抗措置の発

動を決議することができます。また、当社取締役会は、対抗措置

の発動に株主総会決議が不要な場合であっても、当該買付等の内

容、対抗措置を発動するか否かの判断が必要となる状況等を勘案

した上で、当社取締役会が相当と認めるときは株主総会の決議を

経た上で、対抗措置の発動を決議することができます。さらに、

当社取締役会は、独立委員会が株主総会の招集を勧告したとき

は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、株主総会を招集し、当

該株主総会における対抗措置を発動する旨の決議を経て、当該買

付等に対して対抗措置の発動を決議することができるものとしま

す。

③　企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付等

に対する対抗措置の発動の決議

　　当社取締役会は、独立委員会が上記(v)⑥ないし⑨に相当する

等、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するおそれがあると認めて発動勧告をしたときは、原則として株

主総会を招集し、当該株主総会における対抗措置を発動する旨の

決議を経て、当該買付等に対し対抗措置の発動を決議することが

できるものとします。また、当社取締役会は、独立委員会が株主

総会の招集を勧告したときは、独立委員会の勧告を最大限尊重し

て、株主総会を招集し、当該株主総会における対抗措置を発動す

る旨の決議を経て、当該買付等に対し対抗措置の発動を決議する

ことができるものとします。

④　対抗措置の不発動の決議

　　当社取締役会は、必要があると認めたときは、買付者等に対し対
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抗措置を発動しないことを決議することができます。当社取締役

会は、独立委員会が不発動勧告をしたときは、当該勧告を最大限

尊重します。なお、当社取締役会は、対抗措置の不発動を決定し

た後であっても、当該決定の前提となった事実関係に変動が生

じ、買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する

おそれがあると判断される場合等には、改めて独立委員会に諮問

し、その勧告を最大限尊重して、対抗措置を発動することを決定

することがあります。

⑤　取締役会による決議を行うまでの期間

　　当社取締役会は、独立委員会が発動勧告をしたとき、不発動勧告

をしたときまたは株主総会の招集等が相当と認める勧告をしたと

きのいずれの場合においても、独立委員会からの勧告を書面で受

領後10営業日以内に、対抗措置を発動する旨、対抗措置を発動し

ない旨、または株主総会を招集する旨を決議しなければならない

ものとします。

(ⅶ)　対抗措置発動後の中止、停止または変更

当社取締役会は、本プランに従い対抗措置を発動することを決定し

た後であっても、①買付者等が当該買付等を中止した場合や、②対抗

措置を発動する旨の決定の前提となった事実関係に変動が生じ、当該

買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれが

ないと判断される場合には、改めて独立委員会に諮問し、その勧告を

最大限尊重して、対抗措置の発動の中止、停止または変更を決定する

ことがあります。対抗措置として、新株予約権無償割当てをする場合

において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、上記事情

が生じ、当社取締役会が対抗措置の発動の中止または停止を決定した

場合には、新株予約権の効力発生日の前日までの間は新株予約権の無

償割当てを中止または停止し、新株予約権の無償割当て後、行使期間

の開始日の前日までの間は当社が無償で新株予約権を取得すること等

ができるものとします。

(ⅷ)　情報の公表

当社取締役会は、法令および証券取引所規則等に従い適時開示

を行うほか、下記①ないし⑥に掲げる情報を公表します。

①　買付者等からの意向表明書、買付説明書の提出があったこと、お

よび買付説明書の提出が完了したことを各々提出が完了された

後、遅滞なく公表します。

②　買付説明書の内容および当社取締役会が独立委員会に提出した意
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見ならびに事業施策等のうち、独立委員会が相当と認めた情報を

独立委員会が決定した公表時期に公表します。

③　独立委員会の勧告のうち、独立委員会が相当と認めた情報を当社

取締役会が勧告に係る書面を受領後、遅滞なく公表します。

④　独立委員会検討期間の延長・再延長に係る決定（その理由および

内容の要旨を含みます。）について、各々独立委員会が決定後、

遅滞なく公表します。

⑤　対抗措置の発動もしくは不発動、または発動後の中止、停止もし

くは変更について、取締役会が決定した後、遅滞なく公表しま

す。

⑥　対抗措置の発動について、株主総会を招集するときは、その旨、

株主総会の期日、場所および議題ならびに議案の要旨を当社取締

役会決議後、遅滞なく公表します。

(ⅸ)　株主総会

当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動を勧告したときは、

当該対抗措置の発動に株主総会決議が不要な場合であっても、当該買

付等に対し対抗措置を発動するか否かについて、当社株主の皆様の意

思の確認を行うために株主総会を招集することができるものとしま

す。また、当社取締役会は、独立委員会が株主総会の招集を勧告した

ときは、独立委員会の勧告を最大限尊重して、株主総会を招集し、当

該株主総会における対抗措置を発動する旨の決議を経て、当該買付等

に対して対抗措置の発動を決議することができるものとします。この

ほか、株主総会の招集は、買付等の内容、対抗措置を発動するか否か

の判断が必要となる状況などを勘案した上で、当社取締役会が株主の

皆様の意思の確認を行うことが相当であると判断した場合に行うもの

とします。また、当社取締役会は、独立委員会が当該買付等は当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて発

動勧告したときは、当該買付等に対し対抗措置を発動するか否かにつ

いて、当社株主の皆様の意思の確認を行うために株主総会を招集する

ことができるものとします。なお、上記いずれの場合においても、当

社取締役会は株主総会を招集する旨決議後、次期定時株主総会に諮る

ことが適当であると判断される場合等を除き、実務上可能な限り速や

かに株主総会を開催するものとします。

(c)　新株予約権の無償割当ての主な内容

当社は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保し向上を図るため、買付等に対する対抗措置
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として、新株予約権の無償割当て等、必要かつ相当な措置の中からそ

の時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択し、当社取締

役会または株主総会で決議するものとします。

対抗措置として新株予約権無償割当て（以下「本新株予約権無償割

当て」といい、本新株予約権無償割当てにより割り当てられる新株予

約権を「本新株予約権」といいます。）を実施する場合の主な内容は

以下の通りです。

(ⅰ)　本新株予約権の割当対象となる株主

当社取締役会が、本新株予約権無償割当ての取締役会決議（以下

｢本新株予約権無償割当て決議｣といいます。）において別途定める割

当期日（以下｢割当期日｣といいます。）における当社の最終の株主名

簿に記録された当社以外の株主に対し、その保有する当社株式1株に

つき本新株予約権2個を上限として当社取締役会が本新株予約権無償

割当て決議において別途定める割合で、本新株予約権を無償で割り当

てます。

(ⅱ)　本新株予約権無償割当ての効力発生日

当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日

とします。

(ⅲ)　本新株予約権の目的である株式の種類および数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株

予約権1個あたりの目的である株式の数（以下｢対象株式数｣といいま

す。）は、別途調整がない限り1株とします。

(ⅳ)　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予

約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株あたりの価額は1円

以上で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定

める価額とします。

(ⅴ)　本新株予約権の行使期間

本新株予約権の無償割当ての効力発生日または本新株予約権無償割

当て決議において、当社取締役会が別途定める日を初日とし、1ヶ月

間から3ヶ月間までの範囲で、当社取締役会が本新株予約権無償割当

て決議において別途定める期間とします。

(ⅵ)　本新株予約権の行使条件

次の①から⑤に規定する者（以下「非適格者」と総称します。）お

よび／または当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別

途定める者は、原則として12本新株予約権を行使できません。なお、
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12 ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、非適格者に該当しな

いものとします。
13 ある者の関連者とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはそ

の者と共同の支配下にある者、またはその者と実質的に共同ないし協調して行動

する者として当社取締役会が認めた者をいいます。その判定は、別紙3に定める

基準に従い行うものとします。また、組合その他ファンドに係る「関連者」の判

定には、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案されま

す。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配して

いる場合」（会社法施行規則第3条第3項または第3条の2第3項に定義されま

す。）をいいます。

当社取締役会は、ある者が非適格者に該当するかを判断するにあた

り、独立委員会の意見を聴取し、独立委員会の判断を最大限尊重する

ものとします。

①　買付者等

②　買付者等の共同保有者等

③　買付者等の特別関係者等

④　上記①ないし③に該当する者から本新株予約権を当社取締役会

の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者

⑤　上記①ないし④記載の者の関連者13

(ⅶ)　本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を

要します。

(ⅷ)　当社による本新株予約権の取得

当社は、いつでも非適格者以外の株主が保有する本新株予約権を取

得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき（別途調整がない限

り）当社普通株式1株を交付することができます。その他当社が本新

株予約権を取得できる場合およびその条件については、当社取締役会

が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるところによるもの

とします。
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(d)　その他

上記(b)ないし(c)に定めるほか、本新株予約権無償割当てに必要な事

項、独立委員会規程、その他本プランの具体的運用に必要な事項等につい

ては、別途当社取締役会が定めるものとします。また、法令の新設または

改廃により、上記(b)ないし(c)に定める条項ないし用語の定義等に修正を

加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設または改

廃の趣旨を考慮の上、上記(b)ないし(c)に定める条項ないし用語の定義等

を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。

(e)　本プランの継続、有効期間、廃止および変更

本プランは、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただい

た時点で継続されるものとします。

本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後2年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。ただ

し、本プランの有効期間中であっても、当社株主総会または当社取締役会

において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはそ

の時点で廃止されるものとします。また、当社取締役会は、本プランの有

効期間中であっても、本プランに関する法令、証券取引所規則等の新設も

しくは改廃が行われ、または重要な司法判断が示され、当該新設、改廃ま

たは判断を反映するのが適切である場合、形式的な修正を行うのが適切で

ある場合、株主総会決議の趣旨の範囲内で独立委員会の承認を得た上で、

本プランを修正・変更することがあります。

当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止ま

たは変更等の事実および（変更の場合には）変更等の内容その他の事項に

ついて、情報の公表を速やかに行います。

(f)　本プランが株主および投資家の皆様等へ与える影響

本プランは、当社株主および投資家の皆様が当社株式の大量買付等に応

じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供

し、または代替案を提示するために必要な時間を確保するものです。ま

た、買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合、濫用的買付等で

あると認められる場合、買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を毀損するおそれがある場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益確保のため当社株主総会または当社取締役会において対抗措置の発動を

行えるようにするものです。本プランにより、当社株主および投資家の皆

様が当社株式の大量買付等の是非を適切に判断されることが可能となり、

当社株主および投資家の皆様の利益に資するものと考えております。

なお、上記3.(2)(b)に記載した通り、買付者等が本プランに定める手続
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を遵守するか否かにより買付等に対する当社の対応が異なりますので、当

社株主および投資家の皆様におかれましては、当社からの適時開示や買付

者等の動向にご注意ください。

(ⅰ)　本プラン継続時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時点においては新株予約権無償割当て等の対抗措置

は実施されませんので、当社株主および投資家の皆様に直接具体的な

影響が生じることはありません。

(ⅱ)　対抗措置の発動時に株主および投資家の皆様に与える影響

買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合や、手続を遵守

した場合であっても本プランに定める濫用的買付等であると認められ

る場合や当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれが

あると認められる場合には、当社取締役会は、企業価値ひいては株主

共同の利益確保を目的として、必要かつ相当な措置の中からその時点

で当社取締役会が最も適切であると判断した対抗措置をとることがあ

りますが、対抗措置の仕組み上、当社株主および投資家の皆様（非適

格者を除きます。）が法的権利および経済的側面において格別の損失

を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会

が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、本プラン、法令お

よび証券取引所規則等に従って適時適切な開示を行います。

なお、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合には、

新株予約権の行使により株式を取得するために、株主の皆様には、所

定の期間内に一定の金額の払い込みをしていただく必要がある場合が

あります。また、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定し

た場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新

株予約権の取得の対価として株主の皆様に当社株式を交付することが

あります。かかる手続の詳細につきましては、実際に新株予約権無償

割当てをすることになった際に、法令および証券取引所規則等に基づ

き別途お知らせします。 

なお、当社取締役会が新株予約権無償割当ての中止または割り当て

られた新株予約権の無償取得を行う場合には、1株あたりの株式の価

値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権無償割当てに係る権利

落ち日以降に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に売買を行

った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る

可能性があります。

一方、買付者等については、本プランに定める手続を遵守しない場

合や、手続を遵守した場合であっても本プランに定める濫用的買付等
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と認められる場合や当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損す

るおそれがあると認められる場合には、対抗措置が講じられることに

より、結果的にその法的権利および経済的側面において不利益が発生

する可能性があります。本プランの開示は、買付者等が本プランの定

める内容に違反することがないように予め注意を喚起するものであり

ます。

4.　企業価値向上等への取組みおよび本プランが本基本方針に沿うものである

こと

企業価値向上等への取組みは、中期経営計画の推進等により当社の企業価

値・株主共同の利益を向上させることにより、当社の企業価値・株主共同の

利益に反する買付行為が行われることを未然に防止しようとするものであ

り、本基本方針に沿うものであると判断しております。

また、本プランは、当社株券等の買付者等が買付等に関する必要かつ十分

な情報を株主の皆様、当社取締役会、独立委員会に事前に提供すること、お

よび当社取締役会または当社株主総会が対抗措置の発動の是非について決議

した後にのみ当該買付等を開始することを求め、これを遵守しない買付者等

に対して当社独立委員会の勧告に基づき当社取締役会または株主総会が対抗

措置を講じることがあることを明記しています。

また、本プランに定める手続が遵守されている場合であっても、独立委員

会が買付者等の買付等が本プランに定める濫用的買付等であると認め、また

は当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて対抗措

置の発動を勧告し、当社取締役会または株主総会が決議した場合には、かか

る買付者等に対して当社取締役会または株主総会は当社の企業価値・株主共

同の利益を確保するために新株予約権無償割当て等の対抗措置を講じること

があることを明記しています。

このように本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであ

ると判断しております。

5.　企業価値向上等への取組みおよび本プランが当社株主の共同の利益を損な

うものではないこと

企業価値向上等への取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上さ

せるものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではないと判断してお

ります。

また、本プランも、以下の理由により、当社株主の共同の利益を損なうも

のではないと判断しております。
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(1)　買収防衛策（対応方針）に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した｢企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針｣の定

める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株

主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足するとともに、経済

産業省の企業価値研究会の2008年6月30日付「近時の諸環境の変化を踏まえ

た買収防衛策の在り方」ならびに東京証券取引所の2021年６月11日付「コー

ポレートガバナンス・コード」の原則1-5.（いわゆる買収防衛策）および補

充原則1-5①ならびに経済産業省が2023年８月31日に発表した「企業買収に

おける行動指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」を踏まえた

ものです。

(2)　株主共同の利益の確保・向上の目的をもつものであること

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じ

るべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が意見を取りま

とめ、代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のた

めに買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもつものです。

(3)　株主意思を重視するものであること

本プランは、当社株主総会において承認可決されることにより継続されま

す。また、上記3.(2)(e)に記載した通り、本プランは有効期間を2年間とす

るいわゆるサンセット条項が付されています。また、その有効期間の満了前

であっても、当社取締役会または株主総会において、本プランの変更または

廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止

されることになります。以上の意味において、本プランの消長および内容

は、当社株主総会の意思に基づくこととなっております。
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6.　企業価値向上等への取組みおよび本プランが当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないこと

企業価値向上等への取組みは、中期経営計画の推進等により、当社の企業

価値・株主共同の利益の向上を目的とするものであり、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないと判断しております。

また、本プランも、以下の理由により、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないと判断しております。

(1)　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランにおいて、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主

の皆様のために本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質

的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しています。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の

社外取締役、社外監査役または社外の有識者から選任される委員3名以上に

より構成されます。

また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主の皆様に情報開

示をすることとし、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プ

ランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(2)　合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記3.(2)(b)(vi)に記載した通り、予め定められた合理的

客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していま

す。

(3)　第三者専門家の意見の取得

上記3.(2)(b)(iv)に記載した通り、買付者等が出現すると、独立委員会

は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言

を得ることができることにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性

がより強く担保された仕組みとなっています。
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(4)　デッドハンド型もしくはスローハンド型の対応方針ではないこと

上記3.(2)(e)に記載した通り、本プランは、当社の株主総会で選任され

た取締役で構成される取締役会により廃止することができることから、当

社株券等の買付者等が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で

構成される取締役会により本プランを廃止することが可能です。従って、

本プランはデッドハンド型対応方針（取締役会の構成員の過半数を交代さ

せてもなお、対抗措置の発動を阻止できない対応方針）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド

型対応方針（取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、そ

の発動を阻止するのに時間を要する対応方針）でもありません。

　以　上
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株主名 所有株式数 議決権比率

株 ％

1 矢内　廣 3,055,376 19.60

2 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 1,409,400 9.04

3 ＴＯＰＰＡＮ株式会社 1,087,709 6.98

4
きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有

限責任組合
816,600 5.24

5 株式会社セブン＆アイ・ネットメディア 704,700 4.52

5 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 704,700 4.52

7 三菱地所株式会社 680,200 4.36

8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口）
605,400 3.88

9 株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 303,309 1.95

10 矢内アセットマネジメント株式会社 200,400 1.29

別紙1

当社大株主の状況（2025年3月31日現在）

注1　矢内アセットマネジメント株式会社は、代表取締役社長矢内廣が出資する会社です。

注2　注1の株主分も含め、当社役員の所有株式数合計の議決権比率は、20.14%です。
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買付者等の出現

提出 情報提供請求・交渉 情報提供請求
・交渉

独立委員会

検討期間
（買付説明書の提出完
了後原則として60日又
は90日以内。ただし、
必要あれば合計30日を
超えない範囲で延長・
再延長可）

取締役会

意向表明書の受領

意向表明書受領後10営業日以内に
本必要情報のリストの交付

買付説明書（本必要情報）の受領
（原則として60日以内）

独立委員会からの要求に基づく回答
（独立委員会が定めた回答期限（原則

として60日以内）内）

独立委員会

対抗措置の発動もしくは不発動または株主総会招集の勧告

①本プランに
係る手続を遵
守していない
買付等

②当社の企業
価値・株主共
同の利益を毀
損することが
明白である濫
用的買付等

③当社の企業
価値・株主共
同の利益を毀
損するおそれ
がある買付等

④株主総会の
招集が相当と
認めた場合

⑤左記①②③
④に該当しな
い買付等

対抗措置発動の勧告 株主総会招集の勧告 対抗措置不発動の勧告

（③の場合原則） 勧告

取締役会
独立委員会の勧告を最大限尊重し、勧告を書面で受領後10営業日以内に決議

対抗措置発動の決議 株主総会招集の決議 対抗措置不発動の決議

招集

株　主　総　会

対抗措置発動の決議

対抗措置発動 対抗措置不発動

情報
提供

諮問

情報提供請求
・協議

情報提供
代替案提示

承認 否決

＊上記フローチャートは、本プランの概略を説明するために参考として作成され
たものであり、本プランの詳細内容については、プレスリリース本文をご覧く
ださい。

別紙2
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別紙3

共同協調行為等の認定基準

※認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視す

べき主体を含む。以下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素

に加え、当社の特定の株主との間での意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直

接・間接の事実の有無についても勘案したうえで、総合的に判断する。

※以下、「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社および子会社（当

該特定の株主を含め、「特定株主グループ」という。）、特定株主グループの役

員および主要株主を含むものとする。

(1)当社株券等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株券等の取

得または重要提案行為等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合って

いるか。

(2)取得した当社株券等の数量が相当程度の数量に達しているか。

(3)当社株券等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株券等の取

得の開始、当社に対する経営支配権の取得・重要提案行為等をすること等の意向

の表明等、当該特定の株主による当社の買収に向けた行動が開始された時期に近

接し、または本プランに係る議題を目的事項に含む株主総会の基準日等、当該特

定の株主の行動に関連するイベントと近接しているか。

(4)市場における当社株券等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高

に比して著しく出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比し

て著しく急騰したりする時期）において、時期を同じくして当社株券等を取得し

ている等、当該特定の株主による当社株券等の取得の時期及び態様（例えば、信

用買い等を駆使しているかどうか）の特徴との間に共通性がみられるか。

(5)当該特定の株主が株券等を取得している（または取得していた）他の上場会

社の株券等を取得していたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特

定の株主のそれと重なり合っているか。

(6)上記(5)の重なり合う期間において、当該他の上場会社（当該特定の株主とと

もに認定対象者が株主となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の

行使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。同調したものであった

場合にその株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同調の程

度はどの程度か。

(7)上記(5)記載の当該他の上場会社において、認定対象者及び当該特定の株主

（並びに認定対象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権の行
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使を行った株主がいる場合には当該株主）による議決権等の共益権の行使の結

果、取締役その他の役員の選解任が行われた場合において、当該変更後の役員の

在任期間中に当該他の上場会社において企業価値または株主価値の毀損のおそれ

（例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生またはそのおそれのある事象の

発生、上場廃止、特別注意銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続、大規模な

希釈化を伴う株式または新株予約権の発行）が生じているか。生じていた場合に

企業価値または株主価値の毀損のおそれはどの程度か。

(8)当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が

存在しているまたは存在していたことがあるか。

(9)当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関

係等準じる関係を含む。以下同じ。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミ

ュニティの中における人的関係が存在しているもしくは存在していたこと、並び

に、一方が他方の従業員、組合員その他構成員であるもしくはあったことがある

等の人的関係が存在するか。

(10)当社に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調したも

のであったか。同調したものであった場合に、行使された株主権の種類、内容、

株主権行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か（なお、本項目を

唯一の根拠として「非適格者」と認定してはならないものとする。）

(11)当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似してい

るか。類似している言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内

容に照らして、その類似の程度はどの程度か（なお、本項目を唯一の根拠として

「非適格者」と認定してはならないものとする。）

(12)その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、

団体に属しているもしくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案

件を共同して遂行したことがある、親族関係その他の人的関係がある等、当該特

定の株主との間において意思の連絡が容易となるような直接的・間接的な関係を

有しているか。

(13)その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間

接の事実はあるか。
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別紙4

独立委員会規程の概要

1．　独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。

2．　独立委員会の委員は、3名以上とし、当社経営陣から独立している、（1）

当社の社外取締役、（2）当社の社外監査役、または（3）社外の有識者の

いずれかに該当するものの中から当社取締役会が選任する。ただし、社外

の有識者は、実績のある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通す

る者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者で

なければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等

を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。

3．　独立委員会の委員の任期は、選任の時から2年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社

取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。また、

社外取締役、社外監査役で独立委員会委員である者が取締役、監査役でな

くなった場合（ただし、再任された場合は除く。）には、独立委員会委員

の任期も同時に終了する。独立委員会委員の任期は、本プランが当社の株

主総会または取締役会の決議によって廃止された場合において、当該廃止

の時点をもって終了するものとする。

4．　独立委員会は、随時開催できることとし、その決議は委員の3分の2以上が

出席し、その過半数をもって行う。ただし、やむをえない事由があるとき

は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。独立委員会の決議

において、賛否同数のときは、議長が決する。

5．　独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定内

容を、理由を付して書面にて当社取締役会に対して勧告または通知等す

る。独立委員会は、本プランに定められた公表すべき情報その他独立委員

会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行う。

　なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、

専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはなら

ない。

（1）本プランの対象となる買付等への該当性の判断

（2）本プランに係る対抗措置の発動もしくは不発動または株主総会招集等が

相当と認める旨

（3）本プランに係る対抗措置の発動の中止、停止または変更 
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（4）本プランの廃止または変更（ただし、本プランの変更については、本プ

ランに関する法令、証券取引所規則等の新設もしくは改廃が行われ、ま

たは重要な司法判断が示され、当該新設、改廃、または判断を反映する

のが適切である場合、形式的な修正を行うのが適切である場合、株主総

会決議の趣旨の範囲内で合理的に必要と認められる範囲に限る。)

（5）買付者等および当社の取締役会が独立委員会に提供すべき情報、意見、

代替案、資料の決定およびその回答期限（ただし、本プランに期限の定

めがある場合は、当該期限までとする。）

（6）独立委員会の検討期間の延長・再延長

（7）その他当社の取締役会が判断すべき事項のうち、当社の取締役会が独立

委員会に諮問した事項

6．　独立委員会は、上記5．に定める事項に加え、以下の各号に記載される事項

を行う。

（1）買付者等の買付等の内容の精査・検討

（2）取締役会による代替案の検討

（3）その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事

項

（4）当社の取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事

項

7．　独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役会または買付者等と協議・交

渉することができる。

8．　独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含

む。）の助言を得ること等ができる。
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1956 (昭31) 年 4月 松下電器産業株式会社に入社

1983 (昭58) 年 2月 同社　取締役・経営企画室長

1985 (昭60) 年 2月 同社　常務取締役

1986 (昭61) 年 2月 同社　専務取締役

1987 (昭62) 年 2月 同社　取締役副社長

1992 (平4) 年 3月 同社　参与

1993 (平5) 年 6月 株式会社WOWOW代表取締役社長

2001 (平13) 年 6月 同社　代表取締役会長

2002 (平14) 年 11月 同社　代表取締役会長（兼）社長

2003 (平15) 年 6月 同社　代表取締役会長

2006 (平18) 年 6月 同社　取締役相談役

2007 (平19) 年 2月 共栄電工株式会社　社外取締役（現職）

2008 (平20) 年 6月 当社　社外取締役

2022 (令4) 年 6月 当社　終身相談役（現職）

パナソニック株式会社　終身客員（現職）

株式会社WOWOW　名誉相談役（現職）

1985 (昭60)年 4月 弁護士登録、森綜合法律事務所

1998 (平10)年 4月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー

2003 (平15)年  2月 中村直人法律事務所開設（現中村・角田・松本法律事務

所）パートナー

2023 (令5) 年 4月 中村法律事務所開設　弁護士（現職）

別紙5

独立委員会委員の氏名及び略歴
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1973 (昭48) 年 4月 日本銀行入行

2006 (平18) 年 6月 同行退任

2006 (平18) 年 6月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役副社長

2014 (平26) 年 6月 同社特別顧問

2014 (平26) 年 9月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長

2015 (平27) 年 5月 同社取締役代表執行役副会長

2015 (平27) 年 6月 株式会社リケン社外取締役（現職）

2016 (平28) 年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役

2017 (平29) 年 9月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長（現職）

2017 (平29) 年 10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長（2021年3月

退任）

2022 (令4) 年 6月 いちよし証券社外取締役（現職）

2001 (平13)年 4月 一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研

究科教授（協力講座）

2005 (平17)年 3月 株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007 (平19)年  4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2014 (平26)年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015 (平27)年 6月 株式会社電通総研社外取締役

2017 (平29)年 6月 当社社外取締役（現任）

2018 (平30)年 2月 株式会社ワールド社外取締役

2018 (平30)年 4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻

長、教授

2022 (令4) 年 4月 ＩＭＤ（国際経営開発研究所、スイス、ローザンヌ）、

教授（現任）

ひら

平
の

野　
えい

英
じ

治

いち

一
じょう

條
 

　
かず

和
お

生

一條和生氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。また、東京証券取引所

に対し、独立役員として届け出ております。

　以　上

－ 92 －



メ　　モ

－ 93 －



メ　　モ

－ 94 －



メ　　モ

－ 95 －



株主総会会場ご案内図

渋谷教育学園
渋谷中学高等学校
渋谷教育学園
渋谷中学高等学校

みずほ銀行みずほ銀行
千
代
田
線

紀ノ国屋紀ノ国屋

国際連合大学国際連合大学

表参道駅表参道駅

骨
董
通
り

骨
董
通
り

青
山
通
り

青
山
通
り

青山学院大学青山学院大学

銀
座
線半

蔵
門
線

半
蔵
門
線

美竹公園美竹公園

明
治
通
り

副
都
心
線

副
都
心
線

渋谷郵便局渋谷郵便局

渋谷ヒカリエ渋谷ヒカリエ

渋谷
スクランブルスクエア
渋谷
スクランブルスクエア

渋谷クロスタワー渋谷クロスタワー

セブンイレブンセブンイレブン

ドトールドトール 金王八幡宮金王八幡宮

首都高速３号渋谷線

首都高速３号渋谷線

明
治
通
り

並木橋
國學院大学國學院大学

六本木通り六本木通り渋谷２

ベルサール渋谷ファースト
（渋谷ファーストタワー）

渋谷東急REIホテル渋谷東急REIホテル

MIYASHITA PARK

渋谷駅渋谷駅

セルリアンタワー
東急ホテル
セルリアンタワー
東急ホテル

渋谷
マークシティ
渋谷
マークシティ

渋谷出口

渋谷警察署渋谷警察署

至
新
宿

渋谷ストリーム

B1出入口

C1出入口

東口

JR新南改札

ベルサール渋谷ファースト地下１階ホール
〒150-0011　東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー
　「渋谷駅」東口徒歩８分（JR線・銀座線・井の頭線）
　「渋谷駅」C1出入口徒歩８分（半蔵門線・副都心線・東横線・田園都市線）
　「渋谷駅」JR新南改札徒歩８分（JR線）
　「表参道駅」B1出入口徒歩10分（銀座線・半蔵門線・千代田線）
駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。


